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第二分科会―「ローカルアジェンダ21」

趣　旨

昨年６月、ブラジルのリオデジャネイロで「環境と開発に関する国連会議」（地球サミット）が

開催された。「アジェンダ2 1」とは、その地球サミットで採択された、人類と自然の共生や相互依

存の認識、国際協調の重要性をうたった「リオ宣言」を順守し実行するための行動計画のこと。人

口問題や大気汚染、野生生物の保護など、4 0章、1 1 5項目にわたって目標や指針が示されている。

「ローカルアジェンダ2 1」は、地球環境のために自治体ができる環境施策と一つ一つを世界規模

で推進することを目標に、自治体あるいは地域団体等で環境改善・保護という観点で実際に取り組

んでいる事業、あるいは運動の実例に学び、こうした対策を総合化した地域社会のあり方を考える

ことをテーマとしている。

司会者団：後藤　仁（神奈川県地方自治総合研究所長）

大石和也（北海道池田町長）

提言者　：田中　充（自治労環境自治体作業チーム）

パネラー：富樫　守（沖縄県高教組副委員長）

クリス・セモンセン（地域交流センター研究員）

山代　節（神奈川県環境部環境政策課副主幹）

浜　　子（生活クラブ生協）
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司会（後藤仁）

定刻を少し回りましたので、第二分科会を始

めさせていただきたいと思います。僭越ですが

私今日の司会をやらせてもらいます神奈川県自

治総合研究センターというところにおります後

藤と申します。よろしくお願いいたします。今

日はこの会議にお集まりいただきまして本当に

ありがとうございます。それから地元の読谷村

を中心とする事務局の皆さんに大変お世話にな

りました。お礼を申し上げます。

それではさっそく中身に入らせていただきた

いと思いますが、実は昨日この第二分科会のテ

ーマ「ローカルアジェンダ2 1」ということに関

しまして、今日もパネラーで来ていただいてお

りますが、田中充さんから報告をいただいてお

ります。ただ、昨日の会議に出席できないで今

日ここで初めてという方もおられると思います

ので、まず最初に田中さんから、昨日の報告の

概要を1 0分程度にとりまとめまして、話してい

ただきます。なお田中さんは川崎市の環境政策

室で、環境の仕事をやっておられるわけですが、

自治労の政策づくりでも環境自治体という今度

の会議全体のテーマに関するお仕事をずっと進

めてこられた方でございます。ですから昨日の

報告に併せて環境自治体という考え方について

も少しお話をいただければと思います。じゃあ

早速ですけどもよろしくお願いいたします。

田中充

おはようございます。昨日のお疲れが少し残

っているかと思いますが、今日の分科会は、午

前中２時間半と午後１時間半ありますから、ど

うぞフロアの皆さんからもいろんな御意見をい

ただいて、私たちこのパネラーも勉強して帰り

たいと思います。どうぞよろしくお願いいたし

ます。

いま司会の後藤さんのほうからご紹介があっ

たんですが、最初に、昨日の基調のところで問

題提起をさせていただいたローカルアジェンダ

について、聞き漏らした方のために、もう一回

ローカルアジェンダのコンセプト、概念のとこ

ろから、この話題を取り上げていきたいと思い

ます。ローカルアジェンダというものは、そも

そも横文字で一体どういう意味があるのかよく

分からないと思います。二つに分ければローカ

ルとアジェンダという言葉がくっついた用語な

んですが、ローカルというのは言うまでもなく、

地域とかあるいは地方とかという意味だし、ア

ジェンダというのは英語で議題とか項目という

ことです。それが二つくっついて地域の項目・地

域の議題という意味です。平たく言えば地域の環

境計画というふうに言っていいかと思います。

ここからは昨日の繰り返しになるんですが、

昨年のちょうど１年前に、ブラジルのリオデジ
参加者が最も多かった第二分科会は会場を体育

センターへ変更

パネラーの皆さん　左端が田中充氏

第二分科会―「ローカルアジェンダ21」



ャネイロで地球サミットが行われまして、ここ

で世界1 8 0ケ国に近い国の政府の代表やＮＧＯの

方が集まって、人類の2 1世紀に向けて未来をど

う切り開いていくかということでの協議を一週

間近くやりました。その結果がリオ宣言という

形でまとめられまして、この概要が昨日お配り

したパンフレットの中に載っておりますので、

それをちょっと見ていただきたいんです。例え

ばこの「環境自治体づくりハンドブック」の1 6

ページくらいに環境と開発に関するリオ宣言と

いう全文がございます。このリオ宣言を読むだ

けでも大変エネルギーの要ることなんですが、

2 7の原則からなっております。それを紹介をい

たしますと、原則の１として持続可能な開発と

いう課題の中心というのは人類である。人類に

は自然と調和した健康で生産的な生活を送る権

利がある。それがまず第一の原則です。ここか

ら始まって、第二原則、第三原則というふうに

重なっているわけです。例えば自治体の私たち

が考えなければいけないところでいくつかのポ

イントがあるんですが、原則の1 0というところ

を見ていただきますと、「環境問題はあらゆる関

係者がそれぞれのレベルで参加することによっ

て、最適なあるいは最善な対処を行うことがで

きる。国内レベルにおいては、各個人が有害物

質や社会における活動に関する情報を含む、行

政機関に有する環境に関する情報への適切なア

クセスを有するべきであり、政策決定方への参

加の機会を与えなければならない。」これは訳文

なものですから、非常に読みにくいんですが、

要するに環境問題というのは、一つの団体や行

政や、あるいは企業だとかによるだけではなく、

あらゆる関係者が会議をしなければいけないと

いうこと。そして、環境に関する情報というも

のは、例えば行政機関がもっている情報は、す

べての個人、あるいは関係者に公開されるべき

であり、あるいはその政策決定過程へ参加しな

ければいけないと。たぶんこういうようなこと

が意図として書かれているんだろうと思います。

言われてみればもっともだと思うことがリオ宣

言として、2 7の原則でまとめらています。これ

が出発点になっておりまして、こうした原則を

実現させるために、どうしたらいいだろうかと

いうことで、地球サミットで合意されたのが、

実はアジェンダ2 1です。アジェンダというのは、

先ほど申しました議題とか項目とかの意味です

から、2 1世紀に向けた項目というふうに考えて

くださっていいと思うんです。

これもまた見てみますと、大変幅広い分野の、

およそ私たちが従来は環境計画と考えていた以

上のことが書かれております。例えば2 0ページ

にはアジェンダ2 1の前文が一番目にありまして、

二番目には社会経済的側面ということで、開発

途上国における国際協力と国内政策。これは貿

易とか環境とか経済問題とかの関係ですし、三

番目には貧困の撲滅、四番目には消費の形態、

生産と消費のパターンと五番目には人口、六番

目には健康、七番目には人間居住の開発、つま

りこれ居住環境のことです。ここにはもちろん

上下水道の問題もありますし、住宅計画あるい

は建設といった問題がございます。ずっとこの

ような調子で4 0章にわたって書いてあります。

2 1ページにいきますと環境と開発の統合だとか

大気保全とか森林減少だとか、あるいは生態系

の問題だとかがあります。ですから、こうした

4 0章、ページにすると8 0 0ページくらいあると聞

いたんですけれども、こうした壮大な計画を推

進しようということで合意されまして、各国は

こうした項目にそって国ごとに行動計画を作ろ

うということになりました。日本で例えば今年

からローカルアジェンダ・ジャパンというのを

作ることになっているんです。これは環境庁が

イニシアチブをとって作ることになっています。

この4 0章にわたって人口とか貧困の話から始ま
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って、大気・水・生物・有害化学物質や廃棄物、

それから女性だとか子どもだとか、先住民とか

ＮＧＯの役割。そして環境の技術とかあるいは

教育とか科学とか、この社会に関わるすべての

分野に関わるようなところでの行動計画を作る

ことになっております。これが実はアジェンダ

2 1というものです。これは国は国で作るという

話になっています。

なかでも地方自治体の役割というものが大事

だということになっており、そのことがハンド

ブックの2 5ページからかいてあります。アジェ

ンダ2 1に述べられている課題や解決策のうち非

常に多くのものが、地域レベルでの活動に関係

している。地方自治体の参加と協力を得ること

が目的の達成を決定づけるということで、自治

体レベルでも同様の計画を作ろうということが

同意されております。これがローカルアジェン

ダです。つまりアジェンダ2 1の地域版というふ

うに考えてくださっていいと思います。このロ

ーカルアジェンダは、1 9 9 6年のあと３年４年の

うちに自治体は自治体ごとの特性を織り込んで

作ろうということが国際的な合意になっている

のです。

私がみるところ、ローカルアジェンダが、意

味するところあるいは特色というのはなんだろ

うかと考えますと、三点ほど指摘されると思う

のです。第一にローカルアジェンダという計画

は、これまでの自治体の個別の環境計画、環境

プランあるいは環境管理計画と言ってもいいか

もしれませんが、公害防止とか自然の保護、自

然の保全とかアメニティーといった、従来みか

けた個別の環境の範囲にはとどまっていないと

いうことです。先ほど申しましたように、およ

そ自治体レベルですべての行政分野に関わるよ

うな分野について環境面から見直し、行動計画

としてまとめようというのがこのローカルアジ

ェンダです。そういう点では今までの個別の環

境分野の計画に止まらないというのが第一の特

徴です。

第二の特徴は、こうした環境の広がりに加え

て、もう一つの広がりを持つことが要求されて

いるということです。私たちが考えてきたこれ

までの環境は、比較的地域の課題に対応する問

題であった。地球環境の課題に対応する計画で

あったと言えると思います。例えば、地域の環

境汚染問題であったり、あるいは地域の自然保

護あるいは自然破壊に対する問題であったりと

いうことです。こうした地域の公害防止や自然

保護だけを考えれば良かったこれまでの計画か

ら、新しい地球環境という視野が入ってきまし

た。実は地球環境問題というのは、地域にいる

私たちにとっては比較的なじみがなかった、関

心が薄かったり、被害が目に見えないんですね。

例えは温暖化、ＣＯ2の問題がございます。ＣＯ2

この読谷村でゴミを燃やしたとしても、地域の

読谷村の人々にとって健康に害するということ

はありません。同じ大気汚染の問題でＮＯ2とか

ＳＯ2とか、従来の大気汚染物質ですと、たくさ

ん排出量が出ると当然地域の人々の健康に影響

を与えます。ところがＣＯ2は仮に排出量が1 . 5倍

になったとしても、影響を与えません。もう一

つ熱帯材があります。私たちが地域で熱帯材を

たくさん使ったとしても、熱帯材を使用するこ

とで関係する環境というのは、私たちの目に見

えない東南アジアやマレーシアやブラジルであ

ったりするわけです。つまり地域のことだけ考

えればよかった今までの環境問題から、私たち

が直接目には見えないあるいは被害は生じない

けれども、織り込まなければならないもう一つ

の新しい制約の条件、つまり地球環境下の制約

というものを考えなければいけない。そういう

点で、このローカルアジェンダの第二番目の特

徴は、地域の環境問題と地球レベルの環境問題

とが一緒に統合されて取り扱わなければならな



いということだと思います。これが第二の特徴

です。

第三点目のポイントは、この中にも書いてあ

るんですが、地域住民あるいは地域のあらゆる

団体、企業、先住民、ＮＧＯといったさまざま

なグループとの協議、合意によってローカルア

ジェンダを作らなければならないということで

す。そこの地域のあらゆる人々が、あらゆる関

係者がその協議ラウンドテーブル（round table）

を作って、協議を行い、そうしたプロセスを経

て行動計画を作り上げる。先ほどアジェンダの

第十原則というのを読み上げたんですが、環境

問題というのはあらゆる関係者がそれぞれのレ

ベルで協力をすることによって、はじめて目的

が達成される。そういう原則を受けて、ローカ

ルアジェンダを作成しようというわけでありま

す。

そうした意味で今紹介させていただいたロー

カルアジェンダというのは従来の環境計画とは

異なり、繰り返しになりますが自治体レベルで

あらゆる行政策と結びついた環境の計画である

こと。二点目には地域の環境問題という枠にと

どまらないで、地域の環境問題も配慮しながら、

新しい方向としての環境計画を作らなければい

けないということ。三つ目には地域の市民それ

から団体・企業といったあらゆる関係者が合意

をして、ローカルアジェンダをつくらなければ

いけないという点。この三つの点で、ローカル

アジェンダというのは今までにない新しい仕組

みと手続きと、そして狙いをもった計画である

ように思います。このローカルアジェンダにつ

いては、「ローカルアジェンダ2 1をめざして」と

いうブルックマンさんが書いたレポートがある

んですが、私も昨日ちょっと読んでみましたが、

なかなか難しくて読みこなせないんです。もう

少し時間をかけないと分からないんですが、後

ほど紹介をさせていただきたいと思います。

それから、もう少しお時間をいただいて、私

が関わってきました自治労の環境自治体作業委

員会、作業グループの活動について紹介をさせ

ていただいて、次の方に話を譲りたいと思いま

す。自治労というのは自治体職員などの労働組

合でございまして、全国に約百万人おります。

日本のなかで最大の労働組合であるということ

です。そこで、自治体レベルのさまざまな課題、

例えば福祉であったり、医療であったり、国際

化であったりというなかで、自治体の環境問題

について考えていこうという作業グループが設

置されました。これが環境自治体作業委員会あ

るいは環境自治体作業チームという私の肩書き

になっているところです。9 1年の1 0月に全国の

自治研集会というのがございまして、全国から

自治体関係者３千名ぐらい集まって大集会をや

るんですが、そこで私たちの作業グループは

「環境自治体をめざして」というレポートを発表

いたしました。そこで環境自治体という言葉を

できるだけ広めて、あるいはその考え方を広め

て、各々の地域、自治体から私たち職員がある

いは労働組合が、環境自治体を作っていこうと

いう運動を起こすことを提案し、一定の支持を

得ました。その方向に向かっていくつかの自治

体で取り組みが始まりました。そうした経過が

環境自治体ハンドブックにまとめられておりま

す。

どんなふうに私たちは環境自治体を目指して

いこうと考えたか、紹介をさせていただきます

と、表紙を開いて図１と図２というフロー図が

ございます。右のほうの環境自治体の実現とい

う流れ図をちょっと見ていただきたいんですが、

どういうステップかと言いますと、私たちは先

ずそこの地域に住む市民やあるいはそこに働く

職員が自分たちの職場や地域にどういう環境問

題があるかと診断をやってみようと考えました。

そうした診断の結果に基づいて、自治体運営の
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環境指針だとか町づくり指針というものを作っ

ていく。そうした町づくり指針に基づいて当面

の行動目標を設定していく。当面の目標を具体

的に地域の市民と、職員とが行動するなかで環

境自治体を目指していこうと。大きく言えばこ

ういう流れであります。例えば、自治体の環境

診断という取り組みですが、９ページを開いて

いただき。９ページにエコチェック2 5という欄

がございます。これは自治体の環境も現況と環

境政策の水準というものを具体的な2 5の項目で

チェックをしようということです。こういうこ

とを全国の約1 0 0の自治体で実施をいたしまし

た。市民とやったり、自治体の労働組合・自治

労のほうでやったり、さまざまな形態はあるん

ですけれども、市民と労働組合が共同で、こう

した作業を取り組んでいこうということです。

具体的な項目については1 0ページにエコチェッ

クの項目がございます。ここには廃棄物や資源

について、市民一人当たりのゴミの排出量がど

のぐらいかといった問題から、市民一人当たり

の水の使用量はどうであるか、緑、大気・エネ

ルギー、有害物質、町づくり、環境学習、総合

という2 5の項目について、自治体の実態に基づ

き記入をすることで自分たちの自治体の、市役

所のレベルがこれぐらいであるかを客観的に掴

もうという狙いであります。川崎市でも市民と

組合が共同でエコチェックをやってみましたが、

実際に川崎市では何が足りなくて、どういうこ

とが優れているのかという、そうしたことが比

較的全体像として把握することができたわけで

す。こうしたエコチェックを先ず環境自治体を

目指し手掛かりとしてやってみようという運動

を起こしてみました。

もう一つの運動として、いま私たちが全国の

仲間に呼びかけて、２ページに示すように、環

境自治体宣言をやってみようと考えております。

自治体のあり方を基本的に定めるものに、自治

体の宣言ですとか憲章というものがあります。

自治体の環境憲法というべき環境基本条例とい

うものをもっている自治体も出てまいりました。

その環境基本条例に基づくところの環境計画と

か環境総合計画といったものがあります。これ

が私たちが今議論するローカルアジェンダに繋

がっていくものだと思うのですが、そうした環

境行動計画にしても環境基本条例にしても、そ

うしたものを作る手掛かりとして、環境自治体

宣言というものをやってみてはどうかと提案し

ているわけです。

その例文として３ページと４ページに環境自

治体宣言の案文を作ってみました。ちょっと紹

介させていただきますと、宣言の案として、例

えば○○市は以下こういうことを自覚して、次

のことを積極的に取り組むことを宣言すると。

一として自治体運営の環境原則の確立と、つま

り自治体が自分たちの行政を進めるにあたって

自らの行為が環境の破壊を招くことがないよう

に環境重視の運営原則を確立する。そして、独

立した機関による環境監査を実施する。こうい

うことを先ず第一番目に実施しよう。第二番目

には、町づくりの環境原則の確立。自治体は地

域の環境保全に第一義的な責任を負っている。

それゆえ公的な町づくりにあたっては環境に配

慮すべき事項を積極的に明らかにした指針を策

定する。地域社会全般の町づくりにも環境を重

視する方針が浸透するように最大限の努力を行

うこと、これが二番目の原則。三番目には、身

近な地域の資源の活用ということで、今日の南

北問題に示される南の資源の提供国と、北の資

源の消費国との不均衡の実情を省みて、自治体

も資源をいたずらに消費することなく、リサイ

クルを重視した循環型社会を構築する。森林・

農産物・水産物など身近な資源を活用する地域

政策を確立する。できるだけ自分たちの地域の

なかで資源を活用していこうという発想です。



四番目にはエネルギーの問題、多様なエネルギ

ー源の確保ということです。地球温暖化の大き

な要因は、私たちの豊かさを支えるエネルギー

の過大な消費にある。エネルギー過消費社会を

見直すとともに、石炭とか石油という枯渇性資

源に依存したエネルギー供給構造を改め、更新

性のある多様なエネルギー源を確保する責任を

自治体も負うということ。自治体においても、

もう少し例えは風力であったり太陽エネルギー

であったり多様な更新性のある多様なエネルギ

ー源を確保するように行っていこうという方向

です。五番目には自然との共生ということです。

人間も自然系を構成する一部であり、自然なく

して存在できない。生物資源の減少につながる

行為は許されず、自然の仕組みに不可逆的な影

響を及ぼす技術の行使には最大限警戒的であら

ねばならない。自治体はその専門知識と行政経

験のすべてをあげて自然および市民の安全を守

るために尽くすということ。これは生物あるい

は自然の共生あるいは自然の保全という概念・

理念です。六番目には将来世代への責任。これ

は地球環境問題で新しく言われてきたことなん

ですけれども、地球環境問題は将来の世代に深

刻な被害を及ぼすおそれのある問題である。現

在世代は将来地球上で生活することになる人間

の生存条件に対して責任を有する。現在の子ど

も世代を人間の将来世代の代表と位置付け、彼

らの意見を尊重することによって地球環境を永

続的に守らなければならない。自治体は環境の

価値と理解を深めるため、環境教育に全力を尽

くすということで、将来世代への責任と環境教

育という問題をここで取り上げております。七

番目には、自治体同志の連帯ということで、こ

こは最も解決が困難な問題は、地球規模の富と

力の偏在から生み出される貧困層と人口と爆発

です。日本では大都市への過度の集中が他方で

は過疎の問題を生み、大都市における環境破壊

と、農山村における自然破壊を引き起こしてい

る。こうした認識から、国境、圏域を越えた自

治体同志の連帯と協力によって、このような地

域的な不均衡・不平等・不公正を改めるよう努

力する。元々こうした意味から第１回目の環境

自治体会議が昨年、北海道池田町で行われたわ

けですけれども、国レベルでの地球レベルでの

南北問題と日本の中での南北問題とを乗り越え

て、自治体同志が連帯していこうという理念で

す。八番目には、情報公開と市民参加というこ

とです。自治体はこれらの諸原則を実行あらし

めるため自らの情報を積極的に公開し、市民の

支えを受けるように努めなければならない。

ということで○○市は以上のことを実現する

ために具体的目標を定めて、行動計画を策定し

取り組むことを宣言する。こういう環境自治体

宣言を一つのひな型として、内容はかなり理想

的なことが書いてあるのですが、こういうこと

をいろいろな自治体で取り組んでいこうという

運動もしております。

大変長くなって恐縮だったんですけれども、

ローカルアジェンダの考えているところと環境

自治体の狙いというものを紹介をさせていただ

きました。どうぞよろくしお願いいたします。

司会

どうもありがとうございました。ローカルア

ジェンダの考え方および環境自治体という考え

方について、概括的に御説明をいただきました。
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いろいろ御質問とか御意見もあるかと思います

が、後でフロアの皆さんからお聞きしますので、

とりあえずもう少しパネラー側の話を進めさせ

ていただきます。環境自治体会議はこの読谷村

で第２回目ということでございます。その第１

回目をやりましたのが、北海道の池田町なんで

すが、その池田町から今日は司会を兼ねまして

大石和也町長が来てくださっておりますので、

少しお話を伺おうかと思います。

大石和也

ただいまご紹介いただきました大石でござい

ます。去年の５月の2 0日から第１回目の環境自

治体会議を池田町でやりまして、非常に多くの

人が全国から集まって、手さぐりのなかで出発

いたしましたけれど、ほぼ成功したんじゃない

かと、宣言も発表いたしましたし、次回の所は

沖縄読谷村というところまでこぎ着けまして終

わりました。その時に来られた方も多くおられ

るかと思いますが、こういう会議が全国のなか

で動くことと言いましょうか開かれること、そ

してうんと多くの人が参加するということは非

常に重要なことだと思います。

またちょっと分からないことがあるのは、時

期の関係のことはともかくといたしまして、自

治体が意外と参加が弱いんですよね。例えば北

海道池田町でやりましたら、少なくとも北海道

の十勝というところは１市1 9町村ありますけど

も、実際にそこに参加された自治体の首長また

は首長にあたる代行する方というのは、おおよ

そ３分の１いなかったと思います。地元でやっ

てもそれぐらいのものですから、なかなか１口

に環境という問題が出たりローカルアジェンダ

というやつが出たとちょっと腰を引いてしまう

というのが地方の実態なんじゃないかと。それ

でいま私はうちの町の中で地方は今どうなって

いるんですかということを、この環境問題とは

全く別な形で表現をさせていただきたいという

か、発表させていただきたい。どちらかと言い

ますと、地方と言いますと環境問題については

非常に疎うございます。ゴミの問題にいたしま

しても、さほど大きな問題にはならない。何故

かというと広大な土地があって周辺の住民のコ

ンセンサスさえ取れれば各市町村というのは、

少なくとも私の町では6 , 5 0 0ヘクタールぐらいの

大きな土地を持っておりますんで、その一角か

どこかにわざわざ火に燃やしちゃって二酸化炭

素ガスを出すことはないじゃないか。埋めてし

まった方がいいんじゃないかと。地下水の汚水

の問題は汚水が浸透しない方式で浄化して水に

戻せば問題ないんじゃないかということで、意

外とそんなに問題が起きておりません。ただゴ

ミの問題なんかでもただそういうことの、廃棄

してももはや埋めてしまってはまずくないんじ

ゃないかと。むしろリサイクルということに、

もうちょっと取り組む必要があるんじゃないか

というかたちで動きだしていると。リサイクル

が動きだした途端にですね、昨年ぐらいから具

体的にかなり動いたんだが、動きだしましたら、

今度は溜まるのは溜まるんですけれども金にな

らないと。これまたゴミになってしまうという

問題が起きています。例えば鉄は全然引き取り

ません。アルミだけはお買い上げしますってい

って、アルミも駄目になりましたね。紙だって

当初、一昨年ぐらいから今年と比べると1 0分の

１ぐらいになったんですか、価格については。

ですからもうリサイクルが、それを資金にして

また次の運動展開をしていこうというやつが潰

れてしまうわけですね。そこで地方自治体とい

うのは何をやるかというと、リサイクルを確固

たるものにするために勢い補助金を出してみよ

うかとかいうことになりまして、その金額に見

合うだけの補助金を出してみようかというかた

ちでやっております。

それからもう一つは、自然との共生の関係な



んですけど、北海道には非常に山林が多くあっ

たわけですね。最近は特に森林の関係につきま

しては、日本の森林資源というのは、およそ7 5

パーセントが輸入に賄われまして、国内は僅か

2 5パーセントしか充当されていないというのが

現実の問題だと。そのために林業関係につきま

しては非常に不況業種といたしましてはもう今

から2 0年前以来からずっと言われておりますね。

不況カルテルの中の最大なものは林業関係だと

言われている。ずっとそういう事に対して非常

に強かったわけですね。しかしただここに至り

ましてですね、どうも森の再生とか山林の再生

とかは非常に難しくなっている。なぜかといい

ますと一つは殆どがかって天然の、北海道で言

いますと天然ブナ林ですね、天然北海道産ブナ

林というのは伐採してカラマツに代えてしまっ

たと。カラマツというのは御存知のように天然

林に比べますと1 0分の１以下の保水力しかない

というもので、カラマツは冬になりますと葉が

落ちて、松のくせに葉が落ちると。その葉の蓄

積というのはおおよそ1 0センチ以上になります

と、この腐食というのはおそらく 5 0年ぐらいか

かるんじゃないでしょうかね、腐食するために。

そういう一つの山にカラマツ一世林が非常に多

くなってきた。そのために自然回復といって緑

になりますと、春になると緑にはなるけれども

緑の質の問題がかなり問われているんじゃない

かと。北海道の中でいま一番おおきな運動で展

開しようというかたちは森林と林業関係をどう

するかという問題にぶつかってきています。通

常の皆さんの感覚からいきますと、森林の緑を

守るということは、もうこれは責務だいろいろ

だと言いますが、実際問題として森林の実態と

いうものを解明をかなりされないと、森林と一

口に言っても構造的にどうしようもない山にな

っていくという所もございます。不況のために

手入れをしない。手入れをしなければ根こそぎ

雨が降りますと粘りが悪いですから、土砂崩壊

等の問題が一気に押してくる。そういう悪循環

がどんどん起きているというのも実態でござい

ます。これは地方において。

それと同時に農業の関係におきまして、やは

りゴルフ場の問題が大きくありましたが、農業

というのはかつて北海道の農業というのは、農

業と畜産と林業とがからまって、農畜林で成り

立っていたのが農業と称したんですね。ところ

がそれが最近は専業化いたしまして、畜産は畜

産でかなり大型畜産化になっていく。農業はか

なり大型畑作になっていく。林業はと言うと、

自分の民有林の殆どが農家林ですから、農業の

人が自分の山としてもっていた。それを2 0年間

に１回、薪炭材として回転していたのをみんな

伐採いたしましてカラマツになっちゃったので、

薪炭材にもならない。炭の材料も失ってきてい

るというのも事実です。そういうふうに農業の

専業化によってですね、非常に大きな問題を抱

えだしてきたんではないか。例えば、畜産の問

題なんかを考えてみましても、現在畜産の農家

できちっとした廃棄物処理というのをやってい

るのはゼロでございます。殆どが自然流下又は

自然浸透というふうにお考えいただいて、また

は堆廐肥化して土壌に戻すということですね。

これしかやっておりません。それから市街地の

なかの下水道事業というのは今進んでおります

が、実際に十勝のなかで下水道事業というもの

を、市を除いて1 9町村で今やっと５つぐらいに

かかっておりますからね。うちの町なんか早か

ったものですから、これは膨大な金がかかりま

す。うちの予算規模が予算会計で約8 0億くらい

ですが、当初、下水道事業を着手したとき、隣

におられる丸谷元町長は、だいたい8 5億から9 0

億かかるなとこの事業はと言って始めたやつで

す。今だいたい5 0億ちょっと済んで8 5パーセン

トぐらいの普及率ですね。これはただし市街地
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であります。いま問題にあっているのは、私が

言っているのは農村部においては、これは集落

下水道の再編成をやりたくても、なんでできな

いかというと、一つ水の問題があるわけですね。

水は殆どが掘り抜き井戸または沢水利用のため

に下水道化を進めようと思っても、上水道を先

に解決しなければ下水道は手が付けられないと

いうのが現状でございます。おそらくこれは農

業の関係の中においては、畜産の廃棄物の廐堆

肥の問題というのはこれは大きく問題になって

くるだろうなというふうに思いますし、クリー

ン農業ということからいけば、堆肥にして戻す

というのは確かにそのとおりです。ただ市街地

の近辺においては匂いの問題も出ております。

ただ最近こういう問題は解決されだしましてね、

バイオテクノロジーやいろいろな関係だと思い

ますが、例えばコサイキンの利用によって、糞

尿の匂いがゼロになる。それから低コレステロ

ールの牛肉ができると、このコサイキンを使う

と。そういうような非常に激しく科学の進歩と

かそういうものが支えてくれて、これは一気に

変わってくるだろうなと思います。

最後になりますけれども、山林関係におきま

しては北海道でバブルの最中はどこもかしこも

ゴルフ場で大騒ぎしておりまして、私たちの町

はゴルフ場のない町池田町でもって戦おうと言

っていてやっておりましたら、バブル崩壊いた

しまして、土地を4 0 0ヘクタールぐらい買い占め

た方がおりまして、どうにもこうにもならない

んでどうしたらいいかという相談を受けました

んで、ああそれは1 0 0年から2 0 0年かけて、一次

林にお戻しになる運動をやられたら会社の名前

が非常にクリーンな会社に感じられるから、そ

のようにやったらどうですかとアドバイスしま

したらやってみようなんていうことになりまし

てね、このあいだ地鎮祭やったばっかしで、だ

いたい1 0 0年くらいかけて孫の代に池田の森を残

したいという、こういう企業も生まれてきてお

ります。世の中変わったなと、まあバブルが壊

れたせいだろうと思っております。ただそうい

うようないろんなことをやるときに、山林をや

るにしても農業の環境問題をやるにしても実際

問題として一番困ることは何かというと、金が

かかるということなんですね。いま山林の復元

をするときにどうするかとなるとですね、今あ

るカラマツ林の間に天然闊葉樹をもう一度植え

込みながら、およそ1 0 0年ぐらいかけて再度更新

しなければ、私は昔の森は戻ってこないんじゃ

ないかなと思います。ですから山をどうしよう

かと大騒ぎをしている方は1 0 0年後を想定しない

と無理だと思います。ここ１年や２年で何とか

したらというふうにお考えになっていたらとん

でもない話でございまして、まあ最低でも1 0 0年

はかかりますと。そこで自治体として必要にな

ってくることは何かというと、金が必要になり

ます。それで私たちが作っておりますのは花緑

金というやつを作っておりまして、これは今だ

いたい４億くらいですけれども、５億になった

ら本格的に使おうじゃないかと。町の環境だと

か山というものに対して、緑というものに対し

てもう一度やってみようということで５億にな

ったら作動しようというふうに待っております

が、毎年微々たる金ですが積立て。それからも

う一つは、町有林の整備基金というのが、これ

がだいたい６億５千万ぐらい基金を作りました。

その内の６億４千万は使ってしまいました。何

でかというと赤字会計だったもんですから、赤

字会計をやめて緑を守るためには赤字のままで

は、なんら手当てができないということで赤字

解消をいたしまして新たな森作りというために

今基金を再度また積み上げながら毎年投資して

いこうという、地方のなかではそういうような

問題が目先の問題だけじゃなくて、長いあいだ

にわたってもいろんな問題が起きております。



ローカルとつくからには、ローカルアジェンダ、

ローカルというのは我々のところを指している

のかなと思うんですが。

ただ一番困っている問題はもっとあります。

過疎化が激しく進みまして高齢化が急速に進ん

でいると、分母がだんだん少なくなるもんです

から、高齢化はかつては１パーセントずつ6 5歳

以上が伸びていったのが、昨年ぐらいから1 . 2か

ら1 . 3になりまして、あと二、三年すると1 . 5ぐら

いのペースに伸びるんじゃないでしょうかね。

これは子どもが増えないという、それから若年

労働者が入ってこないという、そういうような

ことからくる過疎化現象と高齢化問題というの

は激しく地方では動いております。

それともう一つは何かと言いますと、福祉問

題はもう高齢者対策しかありませんね。医療の

問題です。お国はどういう考え方でどういうふ

うにされたか知りませんけれども、医療法と診

療報酬の改正というのは地方の医療機関の壊滅

を狙っているんではないかなと思うほど激しい

もんになってきております。こういうような地

方のなかにおいて大きな問題を抱えながら、た

だ2 1世紀になりますと少なくとも我々が持って

いる価値判断じゃなくて、2 1世紀なりの価値判

断がありますんで、そういうものに向けて地方

はそれなりに一生懸命知恵も汗もしぼらなきゃ

いかん。金もなんとか絞って少しでもかけなが

ら地方はそれなりに対応しながらやらなきゃな

らないんじゃないか、現実処理の対応として頑

張ってやっているというのが、最近の地方自治

体の池田町の一例として御提議を申し上げたい

と思います。どうもすいませんでした。

司会

どうもありがとうございました。続きまして、

沖縄の現地でローカルアジェンダに関係する運

動がいろいろ展開されているようなので、その

ビデオを見ていただこうと準備を進めていたん

ですが、機械の方が機嫌が悪いようなので、午

後から見ていただきます。それではパネラーの

皆さんから順次意見をいただきたいと思います。

東京の保谷市ではリサイクル条例を作ろうとい

うことで、市民が直接請求をやられてかなり大

きな運動が展開されているということを聞いて

おります。その運動を担ってこられました生活

クラブ生協の浜　子さんから、市民運動の立場

でローカルアジェンダをどう考えるかお話をい

ただきます。よろしくお願いいたします。

浜　　子

ただいま御紹介いただきました生活クラブ生

協の浜と申します。私たちの運動と申しますの

は、消費財の共同購入を通しまして、そこから

見えてきた問題それから社会問題などをどうい

うふうに解決していけばいいのかという、そこ

を考えている団体でございます。それで現在起

こっております地域環境の問題と言うのは、以

前の地域に限定されました、先ほど田中さんの

方からありましたけれども、排出者とか原因が

分かっている公害問題とかとは少し違うんでは

ないかということ。この地球環境問題というの

は一般市民が原因であり排出者であるというこ

とですね。それで一人一人がこの問題に真剣に

取り組まないことには解決できない問題ではな

いかというところで他の問題とは少し違うんで

はないかということを感じます。今までのよう
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に単なる市民の参加ということではなく、市民

がイニシアチブをとって発議・発案をしていか

なくてはいけない。そういう参加が必要ではな

いかということを思っております。

それで東京の保谷市では昨年度リサイクル条

例の直接請求を市民運動として行政に出したわ

けなんですが、その中での経過を少し御報告し

たいと思います。実は昨日の夜急にいわれたも

んですから、細かい資料がございませんのでほ

んとに今覚えているというか頭の中にあること

だけを御報告したいと思いますが、一応これは

去年の段階の、直接請求という単なる運動だけ

ということではなく、保谷市は1 9 7 2年でしたか

7 3年でしたか第一次のオイルショックの時に遡

るんです。この時に私たちの運動といたしまし

て、組合員全員に対してはチラシとか私たちの

ニュースをもって、皆さんにお知らせするんで

すが、その印刷用紙が無くなってしまったとい

う、ほんとに私たちの直接の原因が大きな原因

になったんです。それでそれを解決するために

どうしたらいいのかということを組合員の中で

考えまして、組合員全体に呼びかけてこれを皆

で新聞紙、その当時まだ回収されてなかったと

思うんですが、新聞紙を皆で持ち寄ってこれを

再生してくれる、その時には静岡にあったとお

聞きしておりますけれども、静岡の工場に持ち

込もうということで、これを持ち込んで印刷用

紙に代えたということなんですね。それでまあ

問題としてはすぐ紙不足の不足というのはすぐ

解消したんですが、その時に私たちが考えたこ

とは、これをそのまま止めたんではゴミになっ

てしまうんじゃないかという。そこを考えまし

て、これはやっぱりゴミにはできない。それで

独自で、生活クラブ内で集団回収を始めまして、

これを組織的に大きくしましてずっと続いてい

るわけです。そういうことがありまして、請願

など運動としてやりましたけれども、なかなか

受け入れていただけない。市として回収してい

ただけないということがありまして、粗大ゴミ

なんかの問題などにも突き当たりましたので、

それじゃあということで、つぎの段階といたし

まして、多くの市民全体を巻き込んだ市（いち）

という形の、粗大ゴミなんか現在よくやってお

りますリサイクルバザーというものを年に１回、

最初の参加団体は5 6 0団体だったと思いますが、

そういう参加を呼びかけまして、３年ほど1 9 8 0

年ぐらいまで、やったと思うんですが、ただ３

年ぐらいやりましてマンネリ化というかただ１

年に一回やる、そういうバザーのようなかたち

になってしまいましたので、その市というもの

はそこで休止しました。

それで私たちがいくら請願を出しても通らな

いということで、これはもう直接議会の中に私

たちの声を通していかなければいけないんじゃ

ないかというところで、私たちの声を通す役目

の議員、代理人と申しますが、私たちは代理人

と申しまして、議員を送ることをしました。そ

れが1 9 8 3年です、それで直接私たちの声を議会

の中に送り込んで、この結果ですが8 8年から市

が直接に分別回収を始めました。これはこの当

時は瓶と缶、紙、段ボール類ですね、その三分

別ぐらいになっていたと思うんですが、粗大ゴ

ミの方は随時というところでやっておりました

が、その三分別になっていると思います。

そうして始めまして、それで 9 0年でしたでし

ょうか、国のリサイクル法と清掃法が改正され

たということを受けまして、これはぜひ自治体

で私たちの声を入れた条例を作っていただきた

いというところで、私たちの運動として直接に

やっていこうというところで、実行委員会を組

んで行動をしたということなんです。そして、

行動の声かけとしましては青年会議所とか商店

会、消費者団体、それから各種のゴミの会議が

もたれておりましたので、その個人に参加を要



請したり多くの団体を巻き込みまして、いろい

ろどういうふうに考えていったら私たちは参加

しながら行政と一緒にやっていけるのかという、

そのリサイクルの方法を考えたわけです。それ

でその請求を作るときには、いろいろやっぱり

条例の中身というのは市民だけではできない部

分というのがありましたので、行政のほうにも

御相談をしまして、これはどういうかたちにし

ていったらいいのかという、そういうところで

相談しながら作ったというところがあります。

そして、やっぱりその中でも感じたのは許認可

制度とか基金の問題とかいろいろ入れたんです

が、やはり自治体では解決できない国の問題と

いうのか、そこの問題で、ああ自治体にはあま

り権限がないんだなということを感じながら条

例を作っていきました。

そして、署名が集まりました。それで一応議

会の方に市長が提案したわけなんですが、その

ところで私たちは何をしたかと申しますと。議

員さん一人一人に条例を持ちまして説明をして

歩きました。そしてぜひ理解をしていただきた

いということろで、皆さんの御理解がいただけ

た結果、条例が可決されたんではないかと私た

ちは思っております。とにかく条例としてはリ

サイクルということで、ほんとに義務は少しは

あるんですが、精神条例的な部分というのは凄

く大きいんですが、やはり私たちとしては、私

たちの生活、行政はもちろんそうですが私たち

一人一人、市民一人一人が考えていかなきゃな

らない問題じゃないかという、そういうとらえ

方をしまして条例的には市民の申し出を入れた

りリサイクル関係の市民事業の行政の援助を入

れております。そういう制度を作っております。

そこの中で私たちもこれからまだ実体としては

できておりませんが、市民事業を考えていきた

いと思っております。今少しずつ声をかけてい

るところなんですがまだ実体としてはできてお

りません。そしてとにかく各地区に小規模なそ

ういうバザーのできるようなところを声をかけ

ていって少しでも増やしていきたいとそういう

運動の展開をしていきたいと思っております。

それで先ほどの地球環境の問題というところ

のなかで、やはり地域的な問題ではなく市民が

一人一人考えていかなければならないというと

ころの、この市民イニシアチブのところでこの

直接請求の問題というのは捉えられると思うん

ですが、東京の多摩地域では保谷市を初めとし

て東村山、国分寺、八王子、小金井など５市が

直接請求をおこなっております。そしてあと４

市が請願運動として請願要求を出しております。

それで直接請求が可決したところは保谷市だけ

なんですが、国分寺と八王子は修正で可決して

おります。それから東村山は否決しましたが、

小金井は継続になっておりまして、今たぶんこ

れは市民意見が取り入れられていくんではない

かというところで、私たちもほんとに期待をも

っていろいろな運動をしていきたいと思ってお

ります。とにかくこの問題としては私たち一人

一人のライフスタイルというものを考えていか

なきゃいけないんじゃないかという、そこの大

きな目標というのをこれからの運動として作っ

ていきたいと思っております。

東京ではこのローカルアジェンダの基本とな

る環境基本条例の条例作りというのが始まって

いるんですが、都はもう作成を開始しておりま

す。そして市民側としてどうしたらいいのかと

いうところで、グローカルアクション東京と言

うんですが、このグローカルアクションという

のはグローバルという地球規模という、宇宙規

模というんですか。とローカルという言葉を一

緒にしまして今回アースディ日本のほうで共催

をやっていただいている須田さんの合成語とい

うことなんですが、グローカルアクション東京

というところで考えていきたいということなん
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です。私たちの市民サイドの条例作りを開始し

ようというところで、直接のシンポジウムは４

月2 8日にやりまして、５月3 1日には最初の勉強

会・学習会を開こうという計画がございます。

そして９月頃にはどうにか市民案として作って

いけないだろうかという、そういう動きとして

私たちは動いていきたいと思っています。以上

簡単ですが報告にさせていただきます。

司会

ありがとうございました。最初に田中さんか

ら自治体政府の行政の現場で働きながら、行政

職員の組合の仕事としてもローカルアジェン

ダ・環境自治体をつくろうということで活動し

ている旨のお話がありました。次に池田町長の

大石さんから、さすが実際に自治体政府の長ら

しい、市民から直接に選ばれまして自治体政府

をあずかって、その最高責任者としていろんな

問題を具体的に解いていかなければならない立

場から大変迫力のあるお話を伺いました。それ

から東京の保谷の市民運動が市民のイニシアチ

ブで運動を起こしながら、議会で条例を可決す

るところまでもっていったというふうな動きも

御紹介いただきまして、このローカルアジェン

ダって非常にその範囲も広い問題なんですが、

少しずつ輪郭が見えてきたような感じもいたし

ます。フロアの皆さんにはもう少し聞いていた

だいて、我慢していただいて、問題を広げてそ

の後で議論をしていただければと思います。

次に地元の沖縄からですね、高教組の副委員

長をやっておられます富樫守さんのお話を伺い

ます。高教組の方でもナショナルトラストの運

動を進めておられるそうです。そういうお話も

お聞きできれば幸いです。よろしくおねがいい

たします。

富樫

今ご紹介にあずかりました高等学校と障害児

学校の教職員で作っているフルネームで言わし

ていただきますと、沖縄県高等学校・障害児学

校教職員組合、こういうところで今執行委員を

やっております富樫と申します。

私たちの運動に、自然保護運動というものを

一つの柱に入れています。いろんな自然保護運

動をやりますが、そのうちの一つとしてナショ

ナルトラスト運動を広げていこうとする方針を

もっております。ナショナルトラストという言

葉に対して、まだ内部に浸透しておりませんの

で、自然保護のための土地購入と、このように

今のところ両方の言葉を使っているんですが、

しかし、この自然保護のための土地利用という

言葉はうまく実体を捉えてないと思っておりま

す。元々の運動、イギリスで起こったナショナ

ル・トラスト運動を捉えてないと思います。な

ぜかというとナショナルの言葉と、ナショナル

という言葉が例えばナショナルという言葉につ

いて誤解と重みがあるというなかで、充分こち

らが説明しきれてないという現状にあります。

ちょっとこの場で、その辺の事情を申し上げま

すと、ナショナルと言った場合にナショナルパ

ークを思い出す方が多いんですね。例えば国立

公園、国立公園というのも確か自然保護運動の、

自然保護の一つの役割を果たしていますね。こ

れはアメリカで1 0 0年前に起こった運動・思想で

ありまして、これは日本に早く導入されてきた

わけですね。ところがイギリスのナショナルト

ラストのナショナルはこれは逆に国立と訳する

発言する富樫　守氏・沖縄県高教組副委員長



よりも国民のと、民衆のと訳していく。このよ

うな説明をするとかなり重みが出てくるんじゃ

ないかと思っておるわけですが、今のところ私

どもは、いずれかは国民によるトラストという

ように言葉をちゃんと浸透させていきたいなと

思っておるわけです。

それで現在、沖縄でナショナルトラスト運動

が起こってくる環境と言いましょうか。どうい

うような場面で登場してきたのかというところ

を、少し話させていただきますと、まず沖縄の

自然がありますと、この自然についてはいろん

な形容詞がされております。東洋のガラパゴス

或いは進化論の宝庫などの形容があります。こ

の素晴らしい沖縄の自然は、現在乱開発の波に

さらされています。いま受け付けのところで、

この資料をいただきましたがＳＯＳヤンバルと

いうパンフに、これはヤンバルの山を守る連絡

会というところから、提供していただいた資料

かと思いますが、ここには乱開発の実態がよく

編集されております。後でご覧になっていただ

ければいいと思います。こういう現状に対して

ですね、県民の世論はどうかとといますと、郷

土の新聞社が世論調査で、それを見ますと１位

が社会福祉の充実、それからこれは複数回答な

んでしょうか4 9 . 5パーセント、次いで自然環境

保全の充実これも複数回答ですので4 3 . 1パーセ

ント。この１位と２位は復帰1 5年時と同じだと

いうことが書かれています。かなりの高率でこ

の自然保護というのは県民の世論だと、統計上

でも分かるわけです。そういうことですからお

そらく行政としても、なんらかの要望に要求に

答えざるを得ないだろうと思います。

じゃあその行政が現在どういうような自然保

護の有効手段があるかと言いますと、国立公園

はさておいて、最近、鳥獣特別保護区とか或い

は県の自然環境保全特別地区。こういうものを

作っていっておりますが、これは充分ではない。

ほんのわずか、沖縄全土から見ればほんのわず

かの面積なんですね。それはなぜかというと、

一つには都市から離れた自治体ほど開発指向で

す。こういう保護区を設定するときに非常に抵

抗するんですね。こういう現実があるわけです。

そういうなかで自治体の限界を既に運動をやる

側は感じとってしまいまして、もちろんあきら

めてはいません。自治体をなんとかさせてみた

いという気はありますが、それを待っていたら

現実の開発の速度に負けちゃうというわけで、

ナショナルトラスト運動というものが生まれて

くる。沖縄県ではそういうように、我々として

はそのように展開している。それじゃ私ども高

教組が、こういう土地を買う時点で、どういう

ようなナショナルトラスト団体があるかと、民

間のトラスト団体があるかといいますと、だい

たい４か５あるんです。一つは「沖縄の自然愛

護の会」、これは1 9 8 7年から始めております。場

所は東村の天仁底あたりですか、あのあたりの

土地の買い占め、本土企業家らの買い占めの現

状を見て、これは何とか守らなきゃいかんとい

うことでやったそうです。現在続いております。

それから「ヤンバル自然保護の会」、これはある

企業の資金を得て、土地を購入しました。それ

から日本野鳥の会ヤンバル支部、それから高校

の教職員で作っておる「森の会」というのがあ

りますが、ここもほんの僅か買っております。

これらのうちで高教組の購入面積がいちばん大

きいのかなと思っていますが、高教組が今帰仁

村諸志に2 0 2 1坪、それから与那覇岳の近辺に

2 2 , 3 8 6坪この面積を現在購入いたしました。購

入資金は何かといいますと、これは主任手当て

を活用いたしました。主任手当ての拠出金の活

用の意味は、主任手当てはいらない、もっと県

民のために有効に使ってほしい、我々はこんな

金はいらないから、行政としてはもっと良い方

向に使ってくれというアピールを込めていまし
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た。そういう意味でこのお金から使った。

さあこの土地をどうするのかと、こういうこ

とですが、原則として現状保存のまま置いてお

く。これが現在とっている立場です。いろんな

意見もあるかと思いますが、まだそこは集約し

ておりませんが、できたら原生的な自然林が回

復し、そしたらこれをそのまま保存しておきた

いなという気もします。もちろん現状ですから、

人が入っております。或いはそこで茸を採った

りしているわけでしょう。そういうことはそれ

でいいんじゃないかなと思っておりますが、取

りあえず現状保存。

こういう運動をやった反響とその後の展望で

すが、反響はマスコミに取り上げられてひじょ

うに好評を博していると言いましょうか、いろ

んな人に会うと激励の言葉をいただきます。そ

れはどの団体がやっても民間トラスト運動をや

っても、おそらくマスコミは好意の立場でやっ

てくれると思います。当初我々がこの運動をや

り始めたときには、実は売り主がいないんです

よ。売り主がいないものだから村に出かけまし

て、我々はブローカではありませんよという説

明をしながら、具体的に作業を進める課が分か

りませんから、林務課とか林業課へ行きます。

こういうことで土地を購入したいんですがと言

ったら、いや私たちは逆に開発する側ですから、

ちょっと皆さん方の趣旨と合いませんねと言わ

れました。こういう有様で売り主がいないとい

うことで非常に時間がかかったんですね。しか

し、その後、自然保護に理解がある売り主が出

てきて購入した。新聞に載った後は逆に買って

ほしいとこういう声がきております。こんどは

たくさん来ておりますのでもうほんとに困って

いるわけです。

それで今後どうするかということですが、私

たちだけでこのトラスト運動はできないなとい

うことは前から承知しておりました。もう一つ、

私たちもあまり主任手当てばかり活用するわけ

にはいかんなと、もっと身銭を切って自分たち

がお金を出す。組合員一人一人がお金を出して

土地を購入していく、こういうような運動のほ

うがより強力に展開できるんではないかなと思

っています。

そこで取りあえず、そういうような委員会を

作っていく予定ですが、後にはやはり財団法人、

もっと高教組から離れてですね一般県民とも手

を結んだ財団法人ということも考えられんこと

もないんですが、これはトラスト運動の盛り上

がりによっていろんな方向に動いていくんじゃ

ないかなと思います。それからもう一つ重要な

ことは、寄付行為が主流でないといけないなと、

イギリスのナショナルトラスト運動をみても、

だいたい1 0 0年前ぐらいになるんですが、寄付行

為が中心です。今のところ私たちの僅かなお金

で買う土地といったら、ほんのしれたもんです。

それに土地はどんどん値上がりしておりますの

でね。そういう意味で、信用が出てくれば、信

用が出てくるような財団法人あるいはそういう

運動体、組織体、団体になれば寄付行為のでき

るようなムードを作れるということがあるわけ

ですし、またこれには法的援助が必要だと思い

ますね。イギリスのナショナルトラストで成功

したのは、譲渡は不可という法律を作ったから

なのです。例えばナショナルトラストに土地を

寄付してもらうと、この土地はもう譲渡できな

いんだという風に法的に保障していったんです

ね。確か寄付する側からみればそのようにして

もらいたいとの気持ちはあると思います。実は

民間トラストのなかにも、だいたい村に任した

いんだという気持ちのあるところがあるんです。

或いはもっと信用できるところに譲渡したい。

そういうことですから、信用がある団体あるい

は自治体も入った、自治体がちゃんと保障した、

そういうような団体にはおそらく寄付行為がど



んどん出来る、また今の民間トラストもそうい

うようなところに合同していくんじゃないかな

という感じはします。

じゃあ自治体とナショナルトラストはどう関

係していくのか。先ほど申し上げましたように

ナショナルトラストのナショナルは国民の、民

衆のという言葉でしたから、自治体が前面に出

ると、これはナショナルパーク的なところにな

ってしまって、依存度が非常に強くなるんです

よね。それが一つ今問題になってくる点だと思

います。それからナショナルトラストを進めて

いく上に、ヤンバルの土地を買うことばかり、

あるいは西表とか自然の豊かなところばかりが

ナショナルトラストの対象ではないと思います。

私どもは里トラスト、里トラストということを

視野に入れております。例えば今帰仁村諸志に

かった土地ですね、あれは里なんです。諸志御

嶽という所があります。御嶽の周辺を買ったん

です。周辺を含めて保存しようということで、

私は里トラストが中心になってくると思うんで

す。里トラストが重要になってくると思うんで

すが、市町村自治体はその辺はおそらく今後関

心をもっていただければいいんじゃないかなと

思います。そして、住民と自治体が上手く連携

し合う。住民があんまり依存心を起こさないよ

う、また自治体が全面的に出てこないようなか

たちが考えられるんじゃないかな。これが一番

いい形態じゃないかと思っているわけなんです

が。取りあえず、自治体の方もなんらかのアク

ションをおこさないといけないんじゃないかな。

そういう意味で私は市町村自治体に自然保護室

というようなものがあれば大変助かる。住民側

からすればどこに行ったらいいのかわからない。

我々の経験からいけば相談窓口に自然保護室と

いうようにあれば助かる。平和行政に関する窓

口はあるんですね。那覇市には平和振興室。平

和問題についてはかなり進んでいるんですよね。

ところが自然保護の方はあんまり進んではない

んじゃないかなと。こう思っております。

最後に、私どもは教育の視点から、このナシ

ョナルトラスト運動を考えてみたいと思ってい

るんです。現在、教育荒廃と言われています。

あるいは管理教育と言われ、どんどん管理教育

が進んでいく。現在の教育に欠けたもの、落と

していったものは何かというと、私は山学校の

精神ではないかと、山学校でこそ生きる力を学

んできた。これはそれぞれ実感しているかと思

います。この豊かな自然であればあるほど、豊

かな山学校ができると。そういう意味で学校の

近辺、自治体としては里トラストをやるという

ことは、非常に山学校の場所になるんですね。

だから私一番いいのはウガンジュ（拝所）とか

御嶽を核にしながら、自治体が山学校の場を作

っていけば、今の教育に欠けたものが補われて

くるんじゃないかなと思っているわけです。ち

ょっと話が長くなりましたが、これぐらいで。

司会

どうもありがとうございました。市民運動と

自治体どういう関係でやっていったらいいか、

非常に重要な論点を具体的に指摘していただき

ました。

それでは続きまして、今度はアジェンダ2 1神

奈川という一応ローカルアジェンダにあたるも

のをつくったんですが、それの担当をやってお

りまして、神奈川県の環境政策課というところ

があるんですが、そこの地球環境担当という仕

事をやってります山代節（やましろ，たかし）

さんから。

山代節

山代でございます。よろしくお願いします。

お手元の方に神奈川で作りました。「アジェンダ

2 1かながわ」という冊子が配付されていると思

います。この分科会の主題はローカルアジェン

ダということですが、これは神奈川におけます
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ローカルアジェンダと御理解をいただければと

思います。

先ほどからのお話のなかで、昨年の地球サミ

ット、リオ宣言等々の話がございました。本県

神奈川県としましても、昨年一年間 1 9 9 2年をそ

うした意味で地球環境保全に向けてのさまざま

な取り組みを進める「行動元年」と位置づけ

「アース・イヤーかながわ」として、１月から1 2

月までさまざまな取り組みを展開させていただ

きました。イベント展開やら行政にありまして

は施策強化等々でございます。一端ご紹介させ

ていただきますと、イベント展開でございます

が、市町村・市民の皆さん或いは企業団体の皆

さん御協力をいただきまて、合わせまして2 8 8の

事業を展開しました。神奈川県民は8 1 4万人おり

ますが、３人２人は参加していただきたいとい

うような大変高い数値を残すような結果になり

ました。このような県民の皆さんの高い、こう

した地球環境への関心を具体的な行動につなげ

ていきたいということで、この「アジェンダ2 1

かながわ」を１年間通しての集大成として策定

をしてまいったわけでございます。

まず策定にあたりましては、その前の年1 9 9 1

年でございます。まず幅広い県民の皆さんにお

集まりをいただきました。青少年・婦人・消費

者団体・福祉・医療・労働あるいは国際交流、

地域奉仕団体また自然保護団体そうした5 0団体

にお集まりをいただきまして、県民連絡会議と

いうものを設けさせていただきました。また、

経営者協会やら経済同友会あるいは商工会議所、

商工会等々の皆さんにお集まりいただき企業団

体の連絡会議というものを二つ目に作りまして、

三つ目に県と市町村とで行政連絡会議と、３つ

の連絡会議を作りまして、具体的な中身の検討

に入ったわけでございます。そうした中にあり

まして、県民の皆さんの高い関心を背景にしま

して、３つの連絡会議で検討を重ね1 0月に素案

をまとめさせていただきました。簡単な冊子に

しまして、幅広い県民・市民の皆さん或いは企

業の皆さん、そうした方々から、御意見・御提

案をいただいたわけでございます。合わせまし

て5 0 0余りでございますけれども大変数多い御意

見をいただきました。その一端を申し上げます

と、自然保護に対する配慮、言葉が少し足らな

いと、もう少し記述を強化しなさいというよう

な御意見やら、或いは環境保全行動等に伴いま

すコストの問題・経費の問題、これらについて

もはっきり明記しなさいですとか、ほんとにさ

まざまな御意見をいただいたわけです。そうし

た御意見を踏まえまして最終的にこの３つの会

議でさらに検討しまして、今年の１月2 5日に神

奈川におけますローカルアジェンダである「ア

ジェンダ2 1かながわ」が県民・企業・行政の三

者によって採択をされました。つまり、「やって

いきましょう」ということが確認されたわけで

ございます。また併せまして、その策定過程に

ありまして、環境宣言というものも作っていこ

うじゃないかというような御意見もあがりまし

た。言ってみれば神奈川におきます地球環境憲

章でございますが、それも併せて策定をされた

わけでございます。更に今までありました三つ

の連絡会議を一つにしまして、県民・企業・行

政の三者が一体になって進めましょうと推進会

議の発足をみたわけでございます。

中身の方は冊子をご覧いただきますとお分か

りのように、表紙を捲っていただきますと、そ

の目的が簡単に載せてございます。この「アジ

ェンダ2 1かながわ」が願っておりますエコサイ

クル神奈川、言ってみれば環境保全型社会、こ

ういうものを作っていきたいんですというよう

な主旨を載せていただいております。６ページ

の方をご覧いただいきますと、目次が載せてあ

りますので、簡単に概括を説明申し上げますと、

全体的には５章立てになっておりまして、地球



環境問題の概要、これを第１章の方で簡単に説

明をさせていただいております。そして第２章

では私たちの暮らし或いは都市化あるいは企業

活動、こうしたものがいかに地球環境の問題と

深く結びついているか、それを説明させていた

だいております。第３章ではそうした地球環境

問題について、その保全のための神奈川からの

取り組みの四つの基本方向を述べております。

具体的には第４章に記述してありますが、一つ

目としましてはライフスタイルの問題というこ

とで地球環境保全を進めていくには環境保全型

ライフスタイルの定着が必要だということが一

つ目でございます。二つ目としては環境配慮を

したまちづくりが必要であるということでござ

います。三つ目としましては社会システムづく

り、環境と共生します社会システムづくりが大

切だということでございます。そして四つ目と

しましては環境分野におきます国際協力の必要

性、貢献でございますが、これについて述べて

ございます。この四つの基本方向に沿いまして、

行動原則を設けました。これに基づき県民、企

業、行政が一緒に行動を進めようということで

2 1本設けてあります。例を申し上げますと、行

動原則１にありましては省エネルギーの問題で

ございます。自分のライフスタイルの問題とし

て、省エネルギー型のホーム・オフィスライフ

を進めますというようなことを述べさせていた

だいております。このような行動原則を合計2 1

と、そして具体的なアクション、行動アクショ

ンでございますが、これを7 7本掲げてございま

す。このような内容をもつローカルアジェンダ

でございます。

もう少し具体的な内容を説明させていただき

たいと存じますので、3 4ページの方をお開き願

いたいと思います。行動原則例の１で申し上げ

ましたような省エネルギー型のホーム・オフィ

スライフ、こうした形で進んでいってください

というような行動提案をしております。まず神

奈川におけます現状把握をさせていただいてお

ります。電力消費量あるいはガス消費量はこう

した伸び具合なんですということでございます。

これに対しまして、県民の皆さんはこういう行

動をしてくださいということで、3 5ページの方

に書いてございます。また3 6ページ3 7ページに

は企業・行政行動として、こういうような提案

をさせていただくということて載せてございま

す。そして3 9ページの方をお開きいただきたい

と思いますが、具体的にこうした行動が進めら

れますと、地球環境問題の最大の問題と言われ

てます地球の温暖化問題、ＣＯ2の排出の問題が

ございますが、こうした削減になってまいりま

すというような試算を述べさせていただいてい

るところでございます。

策定をみましたこの「アジェンダ2 1かながわ」

でございますが、誰もが取り組んでいただきた

いということで、なるべくやさしい言葉で分か

りやすく、これは素案を発表してからの御意見

をいただいた中にもあったんですが、そうした

ことを念頭におきながら作らさせていただいた

わけでございます。では、こうしたものを作っ

たあとはどうなのかと、当然ご質問があろうか

と思うんですが、これは、この設立されました

推進会議を構成する各団体が、それぞれが取り

組むと共に、普及啓発活動をこれから推進して

まいります。また行政施策としまして提案され

たことにつきましては、県としましても本年度

予算化をしまして、着手をしつつあるというよ

うな状況であります。神奈川におきますローカ

ルアジェンダの策定過程等ご説明申し上げまし

た。以上で終わります。

司会

どうもありがとうございました。市民と自治

体の関係も大事なんですけれども、市民と企業、

自治体と企業というように、実際に現代の社会

99



100

では、企業の活動が相当な比重を占めておりま

す。この環境問題でも企業活動がどう展開され

るか鍵を握っておりますので、そういう企業に

対するアプローチも考えておかなければなりま

せん。生活者市民の側も自分たちの政府、とく

に自治体政府に何をさせるかということだけで

はなくて、消費者として企業とどういう関わり

をもっていくか。この辺も論点になってくるの

ではないかと思います。それではパネラーのメ

ンバー最後にジャパンエコライフセンターのク

リスチャン・セモンセンさん、クリスさんと呼

んでおりますけれども、お願いします。国際的

に国境を越えて自治体同志が環境の問題で繋が

ろうという国際組織があるんです。それの事務

局を日本に呼んでこようというふうな動きもご

ざいまして、クリスさんその辺も関係しておら

れますので、ローカルアジェンダですけど、冒

頭にもお話がありましたように、これは地球に

繋がっているわけでありますから、グローバル

な動きを紹介いただければ幸いです。よろしく

お願いします。

クリス・セモンセン

ご紹介いただきましたセモンセンです。グロ

ーバルな動きということですが、地球環境問題

をどう解決するかという議論のなかで、地方自

治体の役割がかなり注目されるようになってき

ました。例えば世界銀行の都市開発局の環境白

書の中で地球環境問題を解決するために自治体

のインフラストラクチャ（i n f r a s t r u c t u r e＝経済

基盤）、都市経営の能力などを強化すべきだと、

それをもう少し世界銀行から投資していこうと、

そういうような言葉が出ております。もう一つ

の例を挙げますと、ＥＣヨーロッパ共同体の都

市環境局の環境白書の中でも自治体の都市問題

を解決することによって地球環境問題、特に温

暖化そして酸性雨の問題の解決になるのではな

いかという、かなり具体的に述べております。

そしてブラジルで開催された、国連環境開発会

議ではＩＣＬＥＩ（国際環境自治体協議会）と

いう組織の参加によって、アジェンダ2 1の中で

も自治体の役割についてかなり具体的に注目さ

れたわけです。すなわち、世界中の各自治体が

その地方に合った自分自身の「ローカルアジェ

ンダ2 1」を作るべきであるということが求めら

れているのです。しかし、なぜ「環境自治体」、

なぜ自治体がこんなに注目されるのでしょうか。

私の理解で言うと、まず一つは市民に最も近い

主体であるというのが一つの重要な役割ですね。

市民が何かイニシアティブをとろうとすれば、

国や国連に直接動きかけるよりも、その役場に

行って「これはこうしましょう」とそういう重

要な役割を果たしているのは自治体であるとい

うことです。もう一つは自治体が日常的に、環

境問題を取り組んでいる状態にあることです。

具体的に地域の環境のあり方について決断をし

ている主体であるということです。それに繋が

りまして、その環境問題を解決するためのイン

フラストラクチャー（i n f r a s t r u c t u r e＝基本的施

設）、道路とか水道、ゴミの収集システムなど、

そういったインフラストラクチャーを既に持っ

ている主体であると、それを直接管理している

主体としては自治体であると、そういう三つの

理由ではかなり自治体の重要性が最近かなり注

目されてきました。

しかし、さっき大石さんから話がありました

けれども、何か変化しようとすればお金そして、

権限が必要だという問題ですが、世界中の動き

をみれば、分権化という動きがあちこち出てき

ています。都市問題、インフラストラクチャー

も問題、要するに環境問題をできるかぎりロー

カルレベルで取り組むべきだという考え方で、

もっと自治体に分担して取り組んでもらうと、

そういうことが国レベルでは理解してきている

ようになっているんです。いくつか分権の例を



挙げますと、私の母国アメリカでは、全世界の

約3 0パーセントぐらいの資源を消費している、

そういう消費大国であるアメリカですけれども、

環境問題に取り組む投資の約5 0パーセント、半

分は自治体で拠出しているという現状です。ヨ

ーロッパの方でもアメリカより進んでいると言

えると思いますけれども、例えばデンマークの

例で言いますと、デンマークでは環境投資、環

境保全に関する投資の9 0パーセント以上自治体

で行っているという驚くべき数字です。もう一

つは、メキシコシティはかなり昔から大気汚染

という問題から最悪の例で有名な町ですけれど

も、２、３年前ですねメキシコ中央政府は、大

気汚染の問題がなかなか解決できなくて、大気

汚染を規制する権限を直接自治体の方に移譲し

て、要するにメキシコシティがメキシコシティ

内にある企業あるいは全ての主体に関する排出

を規制する権利を持てるようになってきたんで

す。政府がそういうふうにした直後、メキシコ

シティの市長がアメリカから見てもかなり厳し

い条例を作りまして、例えば排出とか道路の管

理、すべての大気汚染に関わっているものをか

なり厳しく言うような条例を作ってきまして、

そして今の状態でいまして、大気汚染が2 0パー

セントから2 5パーセントぐらいが、その２年間

で減ってきたという数字が出てます。もうそれ

は分権化によってそういう結果が出たという、

かなり具体的な例ですが、自治体がそういうふ

うに独立して取り組むべきだとよく分かりまし

た。それではＩＣＬＥＩみたいな自治体の国際

的な連合を作るのは何故かという疑問が出てき

ます。やはり幾つかの例で言いますと、一つは

それぞれの自治体が、それぞれ個別的に取り組

んでいるよりも、お互いに情報を交換しながら

進んでいる例を別の所に伝えることによって、

かなり発展ができるんではないかと。そういう

ことが大きな理由だと思います。それで自治体

が国レベルでは自治体連合というのを作ろうと

いう動きがかなり昔からありましたけれども、

そういうふうに国際レベルで、自治体が連携を

することによって、例えば国連あるいは世界銀

行、そういった今の世界では最も投資するとこ

ろではもっと働きかけて、自治体の役割をもっ

と強化すべきだと或いは分権化とか、そういう

問題が国際機関に働きかけることがもっと強く

できるということも一つの重要な目的だと思い

ます。そしてもう一つは、生協の生活クラブの方

では、よく分かると思いますけれども、共同活動

によってより良い、より安いものが手配できる或

いはもっといういうエコロジカルな製品を作って

もらうということもできます。そういうこともＩ

ＣＬＥＩでは実際の連携によって、企業がもうち

ょっとエコロジカルな製品をより安く作ってもら

おうというようなことも目指しているところです。

それで今日の分科会のテーマですけれども、

ローカルアジェンダ2 1ということです。ＩＣＬ

ＥＩが設立したのは9 0年ですから、そんなに時

間は経っておりませんけれども、設立した直後、

いろんな国では地球サミットの準備会が開かれ

て「アジェンダ2 1」の内容について合意を世界

的につくってきたと思いますけれども、その準

備会にＩＣＬＥＩが積極的に出て、そのアジェ

ンダ2 1の中で「ローカルアジェンダ 2 1」を入れ

るべきだと、そういうことがＩＣＬＥＩからの

提言であり、そしてそれによって自治体の役割

がその中では注目されたと思います。そして、

その働きかける段階が終わりまして、「ローカル

アジェンダ2 1」というのは何だと具体化して、

いろんなプロジェクトがこれから立ち上がると

ころです。今日の会議の資料のなかで1 5 9ページ

に資料が出ているんですが、英語のままで申し

訳ありませんが、「ローカルアジェンダ2 1イニシ

アティブ」という資料がありまして、それにつ

いて若干話したいと思いますが、ローカルアジ
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ェンダ2 1というのは何だといういろんな話が出

ているんですけれども、ＩＣＬＥＩの考え方で

言いますと、三つの方法と言いますか、三つの

やり方を今推進しているところです。一つはロ

ーカルキャンペーンと言いまして、この神奈川

県のローカルアジェンダ神奈川のように、それ

ぞれの自治体が自分の地域をこれからどうする

べきかと、それを持続可能な発展といっても、

その為にその地域では何をするかという具体的

な行動計画ということです。今ＩＣＬＥＩはそ

れぞれの自治体に、独自のローカルアジェンダ

を作ろうと呼びかけ、それに対する指導あるい

はコンサルティングというかたちで活躍してい

るんです。そして第二としてはナショナルキャ

ンペーンと言いまして、それはそれぞれの国レ

ベルでは、日本では環境庁になりますが、全国

レベルでローカルアジェンダとは何かという協

議のプロセスを興してもらうというキャンペー

ンです。先ほどの田中さんから話がありました

ように、日本の環境庁ではこれから日本版を作

ろうという動きがありまして、それはおそらく

これから半年のあいだにはそのプロジェクトが

立ち上がるんじゃないかというところです。

他の国の取り組みで幾つかの例を述べたいと

思いますが、一番早くからやってきたのはイギ

リスだったと思います。イギリスにある国際自

治体連合というところが１ＣＬＥＩのかなり需

要なメンバーですからと言えるかもしれません

けれども、イギリスの国レベルで持続可能な発

展のためのローカルアジェンダ或いはローカル

プランを作ろうという動きが２、３年のあいだ

にはやってきているところです。もう一つは、

環境問題ではかなり進んでいると言われる北欧

諸国ですが、フィンランドでは2 3の自治体が連

携して、持続可能の発展のための自治体行動計

画ということをかなり活発的に取り組んでいる

ところです。他にもニュージーランドとオース

トラリアと、それぞれでも同じようなプランで

取り組んでいって、特に驚くようなものではニ

ュージーランドでは、現在中央政府の法律によ

って、全ての自治体が持続可能な発展のための

行動計画を作ることを義務づけているというこ

とが、そういう法律が１年前くらいに作られま

した。そういう先進国だけではなくて今話題に

なっている旧東ヨーロッパ諸国でも、ポスト冷

戦の世界では、どういうふうに開発をすべきか

というところではかなり迷っているところでは

ないかと思いますけれども、先進国に取り組ん

でいるところもありまして、例えばポーランド

にあるグダンスク市という所は、冷戦以降はじ

めて作ったプランは持続可能な発展のためのプ

ランと言いますか、そういったかたちで、これ

からの町の全体の開発はどうするかということ

を取り組んできているようです。グダンスク市

がどういうふうに作っているかと言うと、デン

マークにあるアールスス市と連携して、互いに

情報交換・意見交換によってグダンスク市のプ

ランを作ろうと、そういうような国際的な取り

組みです。途上国が先進国からノウハウをうけ

ることばかりではなく、逆の例もあります。ア

メリカのニューヨーク市は、ある時には世界で

一番尊敬した町だったかもしれませんけれども、

最近は、発展途上国であるブラジルのサンパウ

ロ市が導入した大気汚染の対策を今ニューヨー

クでは導入しようという動きもあります。そし

て、第三として、ＩＣＬＥＩの単独事業で行わ

れるプロジェクトがあります。このプロジェク

トはＩＣＬＥＩが世界中の2 1の先進国に取り組

んでいる自治体をピックアップし、ローカルア

ジェンダのモデル事業を行うというプロジェク

トです。これから日本でも、山梨県、神奈川県、

大阪市の環境技術センター、北九州市など、そ

ういったかなり活発的な日本の自治体はこれか

らＩＣＬＥＩに協力しながら、国際的な場で日



本からの貢献、日本の役割はだんだん強くなっ

ていくことが、かなり世界的には期待されてい

ると思いますので、日本の自治体の皆さんへの

お願いということで、私の報告とさせていただ

きます。ありがとうございました。

司会

大変いいスピーチをありがとうございました。

世界中にいろんな動きがあるわけですから、も

っともっとお聞きしたいんですが、もう1 1時半

になりまして、午前の部残り3 0分になってしま

いました。フロアの皆さん大変お待たせいたし

ました。これからいろいろ御意見を聞かせてい

ただきたいんですが、ほんとに２時間近くずっ

と話を聞きっぱなしだったんで、溜まっている

と思います。どんどん御意見を伺わせてくださ

い。午後の部の再開後も１時間ばかり会場から

御意見を伺い、その後にもう一回パネラーの方

からもう一度お話をするということにしたいと

思います。ですから、この3 0分と午後の約１時

間、１時間半を会場全体で議論をしたいと思い

ます。どうぞ御自由に。論点は多岐にわたりま

すし、まだまとめに入るには早いと思いますの

で、どういうことでも結構でございます。なる

べく質問という形ではなくて御自身の御意見を

聞かせていただければ幸いです。呼びかけや自

分のやっておられる活動の紹介、なんでも結構

でございますので、本来こっちに座っていてい

いような人もいるわけですから、ご遠慮なくお

願いします。どうぞ。

会場から（浦島悦子）

座っていてもよろしいでしょうか。私、地元

のヤンバルの山を守る連絡会の事務局をやって

おります浦島と申します。先ほど高教組の富樫

さんの方から、私たちの資料を御紹介いただい

たんですけれど、せっかく全国から沖縄にいら

してますので、少し実情を皆さんにお話したい

と思うんですがよろしいでしょうか。

ご覧になっても分かると思うんですが、昨日

から話を聞いておりますと、沖縄の自然破壊の

一番の最大原因は軍事基地であるというような

話がずっと続いてまして、それは確かに一つの

要因ではあるんですけど、私たちが見るかぎり

において、もう一つとても大きな要因が有りま

す。富樫さんも言ってらっしゃいましたけど、

それは開発によるものです。特に沖縄の場合の

特徴というのは、昨年が本土復帰2 0年と言うこ

とで、いろいろ記念行事もたくさん有りました

けれど、私たち環境を考える側からすれば、こ

の2 0年はひたすら自然破壊の2 0年だったという

ふうに捉えているわけなんです。実は私たちの

連絡会ができましたきっかけも、復帰2 0年とい

うのを自然環境の面から捉えなおしてみたいと

いうことがありまして、ちょうど１年前に結成

されたんですけど、これまで県内でさまざまに

活動してきました自然保護団体とか市民グルー

プが1 7団体、それに個人を加えまして集まって

できた会なんですけど、この名称になっている

ヤンバルというのはですね、沖縄の人はヤンバ

ルと聞くと緑が豊かな山々があってコバルトブ

ルーの海がその回りを取り囲んでいるという、

そういう情景を思い浮かべると思うんですけど、

実はずっと昔は、この辺りまでヤンバルと呼ば

れていたわけですよね。と言うことは、今ヤン

バルと呼ばれている所が今どんどん北に押し上

げられていって、狭くなってきているというこ

とは、それだけ開発によって自然が浸食されて

いって、もう僅かに北部の一部にしか残ってい

ないという状況が今あって、私たちこのままで

進めばヤンバルそのものが無くなってしまうん

じゃないかという危機感の下に運動をやってい

るわけなんですけど、具体的に今どうなってい

るかという現状まで話す時間はないと思います。

それで、この資料に載っておりますのは、だい

たい今から７、８年前ぐらいの新聞記事それか
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ら現在報道されている状況、殆どその間いろん

な運動もありはしたんですけど、あるいは行政

とか国から視察に来られて「これは大変だ。な

んとかしなくては」と言うようなこともあった

んですけど、それでも全然改善されてなくて、

どんどんその破壊が進んでいて、今はもう僅か

にしか自然の物というのは残っていないという

ことなんですね。開発か自然保護かというよう

なことがよく言われますが、小さな島です。私

はやはり両立しないんじゃないかと思うことが

多いんですね。持続可能な開発という言い方が

今されてますけど、そういうものが果してこの

小さな島で可能なんだろうかというのが、時々

思うんですけど、その辺は、もっと市民と行政

の関係の方あるいは業者の方、その辺もっと同

じテーブルで論議していく必要があるなという

ふうに思いますけど、沖縄の場合はこの2 0年間

に急速に開発が進んだということがありまして、

市民運動の力もまだ育っていないし、行政もた

だ後追いをしている状況。私たちは県の自然保

護課とか林務課の方とかとお話をする機会があ

るんですけど、行政の方自身が全然実情を知ら

ないし、また大変失礼ですけど勉強もなさって

ないというのを常日頃感じるわけですよね。で

すから、ここに参加なさっている自治体の方々

は、大変進んでいると思いますし、その辺は沖

縄の自治体とか県の行政に携わる方々もっと全

国あるいは世界の、そういう進んだところに学

んでほしいなと思います。話がちょっと前後し

ますけれど、先ほど沖縄の復帰以降の乱開発と

言われている状況というもとを言いましたけれ

ども、やはり沖縄振興開発特別措置法というの

がありまして、その中で高率補助というのがあ

ります。普通、公共事業の場合、国の補助とい

うのは５割前後なんですけど、沖縄の場合、そ

れが８割で県が大体1 0パーセント補助して、地

元市町村は1 0パーセントだけ負担すればいいと

いうことで、補助金を貰わなければ損だみたい

な感じで、どんどん必要もない工事までやって

いると。とてもこういう言い方荒っぽく良くな

いと思うんですけど、そういうふうに言ってし

まいたくなるような状況が、この沖縄全土で進

んでいる。特に、森林というのは、この沖縄の

森林ていうのは、こういう自然というのは海も

含めましてですけど、世界に二つとないと言わ

れているんですよね。同じ亜熱帯に位置してい

る所でも、この島嶼の自然そして珊瑚礁に囲ま

れている、しかも本当北部とか或いは西表辺り

ですと、とても森林も豊かであると、そういう

中でたくさんの生き物たちが住んでいるという

ことで、先ほど言われましたように東洋のガラ

パゴスと言われているわけですけど、こういう

自然の価値というのを殆ど県民自身にも意識さ

れてないということで、とにかく目の前のお金

を目指してひたすらばく進しているという状況

があると思うんですけど、これは私たち自身の

もっと意識を高めていくという必要もあると同

時に、やはりもう少し、今日は自治体関係の人

が多いと思うんで、行政あるいは自治体関係者

も一緒になって考えていく機会をもっと設ける

必要があるんじゃないかなと昨日から参加して

感じています。神奈川県のお話が先ほどありま

したけども、やはり県が主体的に市民との接点

をもって、積極的にやっていらっしゃるという

のを聞いて、とても羨ましく思いました。沖縄

県の実情というのは、私たちがいろんな要請文

を出したり、県に話したいと言ってもなるべく

会いたくない、なるべく逃げたい。また知事宛

に要請文を出しましても、全部窓口でストップ

されて上までいかないとか、そういう状況がず

っとありまして、だからそういう県の自然保護

課とか林務課の方がここに参加していればいい

のになと思うんですけど、どうもいらっしゃら

ないようでとても残念ですが、そういう意味で



私たちの方からもまたもう少しお互いに補い合

うというかたちでの働きかけをしていかなくて

はいけないなと痛感しています。

沖縄の場合の自然破壊というのは、とかく米

軍基地に全部責任をおっかぶせてしまうという

論調が多いんですね。それは地元マスコミもそ

うなんですけど、ところが、じつは確かにこの

辺りはそうです。昨日基調講演をなさいました

吉田さんがお話なさったようなひどい実例もた

くさんあります。ですけれど、それは規模とし

てはとても小さいんですね。やっぱり公共事業

によるものが一番大きいと思います。この補助

金があるために行われている開発というのがほ

んとにたくさんありまして、例えばことヤンバ

ルの北部山地に関しましては、むしろ米軍基地

があるために、軍用地になっているために自然

が守られているという非常に皮肉な状況がある

わけなんですね。私たちの連絡会ができました

きっかけも、昨年復帰2 0年を記念して北部訓練

場の一部が返還されるということがあったんで

すけど、その返還される場所が既に開発の対象

に、伐採の対象になっているということで、こ

れは返還されたものはそのまま山林として残し

てほしい緊急要請を、自然保護団体が集まって

出したというのがきっかけで、この連絡会がで

きたんですけど、現在は私たちは素直に返還し

てほしいと言えないという、大変複雑な心境に

なっているんです。

山に行ってみれば分かりますけれども、国有

林は全部軍用地になっています。米軍管理下に

あるんですが、その回りに県有林・民有林あり

ますけれど、県有林と民有林はほんとに無残な

状況で伐採され、またいろんな山地開発が行わ

れ、林道が縦横無尽に走っているという状況で

す。現在こういうなかで野生の生き物たちが、

沖縄にしかないとと言われているヤンバルクイ

ナとかヤンバルテナガコガネとかノグチゲラと

かそういう生き物たちがどんどん絶滅の方向に

行っていて、ノグチゲラなんか百羽ぐらいしか

いないんじゃないかと言われてますけど、ヤン

バルクイナも飛べない鳥ということで、どんど

ん今林道を通ってくる野生化猫とか犬の餌食に

なっているし、交通事故にあって轢かれたり、

とにかくどんどん数が減少しているんですけれ

ど、そういうなかで北部訓練場が今このまま何

もないところに返還されれば、また同じ県有林

と同じ状況になるんじゃないかということで、

私たちは返還される北部訓練場は自然林のまま

残してほしい。あるいは今世界遺産条約という

のが、候補地が日本のなかでも選定作業が進ん

でいますので、ぜひその中に加えてほしいとい

う要求を出しているんですけれど、ですからこ

の基地の問題というのはとてもいろんな政治的

な問題が絡みますので難しいんですが、とにか

く自然環境の面からはもう少し、それは県民自

身が考えることですけど、返還されてほしいと

いうのは確かにそうなんですが、返還後のては

ずをちゃんと整えた上でやってほしいというの

が私たちの願いです。どなたかもっと知りたい

という方がいらっしゃればもう少しお話します

けれど、とりあえずこのあたりで終わりたいと

思います。どうもありがとうございました。

司会

どうもありがとうございました。確かに持続

的開発ということで言葉では、開発と環境はく

っついちゃいますけど、実際にはなかなか両立

しがたい面もあるんだと思います。大石町長か

らもお話がありましたけど、1 0 0年単位のリズム

で生きている森と短期のあいだに大規模な開発

を進めている人間との間がそう簡単に折り合え

るのかどうか大変大きな問題だと思います。そ

れと市民と市民の政府の関係もそうきれいごと

だけじゃない。対立する局面がかなりあること

は間違いない。大変重大な問題提起をいただい
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て皆さん、現実性と言いますかリアリティーが

出てきたんじゃないでしょうか。まだ1 5分ほど

ございますので、もう何人か発言をいただけれ

ばと思います。はい、どうぞ。

会場から（浜田恭治郎）

座って失礼します。私は兵庫県の浜田恭治郎

と申します。現在、農業をやっておりますが、

農業をやっております傍ら農業委員会の会長、

あるいは土地改良区の理事長、そういうような

仕事を一応ちょこちょこやっておるわけでござ

います。

実は、今日は大体川崎市あるいは神奈川県の

方から、本当に身に沁みるような将来へ向けて

の発言を聞きまして、ほんとに感心しました。

やはりその環境を守っていくということは、人

間を守っていくんだということに繋がっていき

ます。そこで私は今現在の状態を申し上げます

けれども、実はこの沖縄県以外の日本本土関係

をみますと相当緑したたるところの松ですね、

松が殆ど枯れてしまうということが第１点、二

点目はこの松が枯れることに対して一応害虫で

あろうということで農薬散布がものすごく行わ

れると、この農薬散布は特に５月、６月という

時期であります。この農薬散布すればこの傷害

が治るのかと思いましたところ、ここ私1 0年前

から見ておりますけれども、全く治る形跡があ

りません。それで、農薬を空中散布をやります

けれども、空中散布をやった場合もやらない場

合も同じようにやはり松が枯れていくんだと。

こういう現象があります。ですから私どもは農

薬を散布することによって、一応生息するとこ

ろの昆虫の生態系を破壊するからこれは駄目だ

というようなことで、たびたび声を大きくして

関係者に言うわけでございますけれども、一向

に聞いてくれずただ上からの縦割り行政でだい

たい「いついつ農薬散布しなさい」という指示

の下、ただ補助金を貰ってやるんだという程度

で、一応自然を守っていくんだというような、

ほんと深い意味でのそういう考え方のないこと

について非常に腹立たしいものがあるというの

が現状でございます。そこで私は最近たまたま

いろんな学会雑誌を講読している関係で、この

松枯れ現象は何なのかということで原因を研究

しつつあります。それでその内容たるや一つは、

この酸性雨ではなかろうかという方と、それか

ら病害であろうという方と一応二つの説が分か

れて出てきています。一応、病害であるという

のは東京理科大学の病理の先生であろうと思い

ますけれども、病害であろうと。それから更に

酸性雨の関係でよく気象庁・測候所関係者の人

たちが申しますのでは、やはり酸性雨というも

のが松にかかる、松にかかるからして害虫がつ

きやすくなるんだというような意味合いのこと

をおっしゃると。まあこういうようなことで、

どうも青い緑がだんだん無くなってくるという

ことについて非常に心配なんでございます。私

は松枯れ現象の今後の対応問題と、それから更

にはどうしてもこれからは森林と農地の保護と

いうのは人間の保護ということに繋がっていく

と最初申し上げましたように、これからは福祉

の農業をやっていかなきゃならんということで、

福祉農業という言葉を私は毎日使っております。

それでやはり健康食品の生産ということは、い

わゆる化学的な肥料を使わず或いは化学的な農

薬というものは使わず、これから有機的な肥料

を使っていく或いは有機的な農薬と言いまして、

化学によらないところの農薬がございます。

例えば生物農薬というようなことも言います

けれど、そういった生物的な防除あるいは一般

自然に生えているところの毒草がありますね。

いわゆる人間が食うと駄目だというような一般

雑草がありますが、それらのエキス分を抽出し

て害虫に散布すれば害虫は死んで、そうして農

作物は授かっていくんだと、こういうような意



味合いのいろんなものがありますけれども、そ

ういった方向を考えておるというようなことか

らして、ひとつ何とか自治労の方に特にお願い

申し上げたいんでありますが、今日は非常にい

いことを聞きました。と言いますのは、一応、

市町村のための環境保全のための基本構想もお

話の中にありました。この基本構想を全国市町

村に作らせると、そしてこの基本構想に基づい

て基本計画そして更には実施計画とこういう三

段階に分けたものを是非とも何とか自治労の方

が中に入られて、そうした環境庁なり或いは自

治省に働きかけてもらって、そうした全国民が

一致団結をしてこの環境を守っていこうと、こ

ういうふうにしなきゃ、これは一部の学者や一

部の知識層だけでこんなことを論じておっても

埒があかないと、こういうふうに私は思います。

以上でございます。

司会

どうもありがとうございました。お話聞いて

いて、環境の問題として古くからある問題です

ね、問題としてオールドカマーと言いますか、

古くから問題になっていることと、それと最近

急速に言われだしてきた、問題のニューカマー

と言いますか、その両方があるんだなと、あら

ためて感じました。とかく新しい問題が流行の

ように起きてきて、古い問題は忘れられていく

わけですけど、松枯れと酸性雨がどこかで繋が

っているのかもしれないということの御指摘が

ありました。やはり積み重ねられた問題の相互

間の関係をまだまだ解明しなければいけないな

という印象を受けました。大変貴重な御指摘を

ありがとうございました。他にいかがでしょう。

どうぞ。

会場から（佐々木晃子）

東京から参りました佐々木と申します。生活

クラブ生協の者です。ゴミに関してちょって伺

いたいと思うんですけれども、私の属します自

治体は狛江市と言いまして、全国でもその面積

が二番目に小さい自治体なんです。いま多摩南

部は日の出の処分場問題でやはりゴミ半減とい

うことで自治体が掲げていますけれども、その

処分場を造るにあたりまして、地区内処理とい

うことを全面に日の出の方たちは出して展開し

ているんですけれどもね、こういう小さい自治

体で面積がなくて、それで地区内処理というこ

とはもちろんその分かるんですね。でも例えば

その処分場を地下の何階かという地下型の地区

内処理にしていくということは、原発の放射性

のああいう廃棄物を、そこに閉じ込めて始末を

していくというのと、やっぱり単位を考えると

1 0 0年とか2 0 0年の単位じゃなくて、これからも

やっぱり何万年とか何千年とか考えるゴミの処

理ですから、そこら辺を考えるとほんとに果た

してどういう方法があるのかなというのが、私

自身の中でもまだ結論が出ないんですけれども、

例えばそのあちこちにその地区内処理を造って

いって水資源を汚していくとか、そういう問題

が起きたときにどうするんだろうかということ

があるわけです。今３アール運動というふうに

私たちは言って、まず根元になるところの原料、

生態系に戻らないものはなるべく作らないリデ

ュース（r e d u c e＝減らす）しようということを

言っておりますけれど、リデュースとリユーズ

というのはできるかもしれないけれども、今の

働き方で言えば、リフォームというのはかなり

厳しい。そしてリサイクルしていくということ

なんですけども、今神奈川の方が企業も交えて

協議を行っている、市民・企業そして行政、そ

の場合に神奈川はかなり企業が入っていますか

ら、例えば川崎なんかすごくありますよね、そ

ういう時にほんとに実態として、企業との懇談

のなかでそこらへんをどういうふうに進めてい

くのかということを伺いたいのと、それから市

民の側の提案というのをどういうふうに吸い上

107



108

げて、また市民の参加をかなり積極的に押し進

めていらっしゃいますけれども、市民の参加と

いうのをどういうふうに、先ず参加させるとい

うところからですね、とういうかたちで公募し

てどういう提言が5 0 0余りもあったというところ

で、ほんとに内容的にどういうものがあったの

かも伺いたいと思います。よろしいでしょうか。

司会

どうもありがとうございました。具体的に質

問が出ましたけども、じゃあ山代さんの方で昼

の時間でも使って、細かい答えをしてもらいた

いのですが、ここでは簡単にお願いします。

山代節

一つ目の御質問の企業と市民・行政との係わ

り合いということですけども、廃棄物やリサイ

クルの問題等いろいろあろうかと思うんですが、

これらの問題について、どう考えていくのかと

いうのが問題ではないかと思っております。企

業団体それから直接生産する企業、行政として

市町村と県そして市民の皆さんが入りまして、

なんとかしなくちゃいけないと、まず一つの共

通課題として認識して、検討することが大切で

はないかと考えます。そうした意味で手前味噌

かもしれませんけれども、去年話し合える場を

作ったと、そして「アジェンダ」に基づいて具

体的に何ができるのか、何をしなくちゃいけな

いのか等ということを、それぞれの立場で提起

していただいて、そこで一緒になって具体的な

策を詰めていこうと、神奈川ではこのような場

ができたところでございます。

それから二つ目の御質問ですが、市民参加と

いうかたちでございますけれども、いろいろか

たちがあると思います。他の県でもやられてい

るかもしれませんけれども、直接知事への手紙

というかたちで御自分の御意見を出される方も

ございますし、それからいろいろな会議・集会

で御意見なされる方もいらっしゃいます。それ

から環境問題について、直接私ども部屋に来ら

れてお話をということでされる方もいらっしゃ

いますし、それから会議に呼ばれることもござ

います。例えば婦人学級ですとか生涯学習活動

で少し時間があるんだが１時間ぐらいお話し願

えませんでしょうかなんていうことがございま

して、そういう時はしかるべき講師の方を御紹

介することもございますし、私どもで良ければ

ということで、お邪魔してお話をさせていただ

いているというようなところでございます。お

答えになったかどうか分かりませんけれども、

神奈川県の現状でございます。

司会

まあ、そんなに上手く行っているわけでもな

いんですよ、まだ。いろいろ難しい問題もある

んです。ギクシャクもありますけれども、先ほ

どのお話にもありましたが、ともかくテーブル

につくということが大事なんじゃないかと思い

ます。本音のところは後でまた取材をしてくだ

さい。どうぞ。

クリス

ちなみに海外の事例をちょっと話したいと思

いますけれども、オーストリアのリンツ市にあ

るんですけれども、２年ぐらい前ですね。リン

ツ市は地区内処理と市民参加に関する条例を作

りまして、背景を言いますと、リンツ市はかな

り重産業、化学産業の非常に多い町ですけれど

も、それ昔から殆どウィーン市にある焼却炉で

処理して来ましたけれども、リンツ市はやはり

地区内で処理するべきだというのが一つ、そし

てもう一つは、それは地区内のどこで処理する

か、処理場をどこに設置するか、その企画プロ

セスには必ず市民参加させて、そしてその懇談

会からの許可が出た上で設置するということが

義務づけたという例があります。以上です。

司会

どうもありがとうございました。それではま



だ発言されたい方も大勢いらっしゃるでしょう

が、午後に回したいと思います。時間になりま

したんで休憩に入りますが、その前に事務的な

連絡を二つばかり申し上げます。一つはその向

かいの福祉センターの１階のロビーに読谷村の

物産の特設販売コーナーを設けているそうです。

どうぞ御利用ください。それからもう一つ第二

点、今日ご参加の皆さんの全員のお弁当が用意

されているとのことでございます。後ろのほう

に既に用意も整っていますので、取り忘れない

ようにお願いいたします。それから最後に、実

は今日ですね、愛媛県の内子町長の河内紘一さ

んが司会者団の一員として御参加いただく予定

になっていたんですが、昨日までいらしてたん

ですけど、急用ができまして残念ながら今日参

加できないということで帰られました。くれぐ

れも皆さんに宜しくという伝言を預かってござ

います。また何かの機会にお話を聞ければと思

います。それでは司会の不手際で議論が午前中

充分深まらないままに終わってしまいましたけ

れど、なんとか午後取り返せる分は取り返した

いと思いますので、御協力よろしくお願いいた

します。

どうもご苦労さまでございました。

《午後の部》

司会

それでは第二分科会に再開させていただきま

して、午後の部に入ります。引き続きフロアか

ら発言をお願いしたいと思いますが、その前に

1 0分程度ビデオをご覧ください。沖縄の沖縄テ

レビ・ＯＴＶが取材の過程で撮った映像を編集

したものだそうです。この沖縄の地で環境問題

についていろんな運動があるわけなんですが、

それを映像で紹介したものと聞いております。

じゃあ早速ビデオをよろしくお願いします。

（ビデオ上映）

司会

それでは、どうぞ御自由に。はいどうぞ。

会場から（木村弘子）

すみません、いま水の問題もだいぶビデオの

中に出てまいりましたので、水を特に扱ってお

ります排水専門のコンサルタントをしておりま

す木村と申します。このアジェンダ神奈川2 1で

すか、これに一つお願いを含めてですね、今日

お集まりの方々に、できるだけこの水問題に私

たちができることにこんな知恵がありますとい

う提案を含めて二つお願い事をしたいと思いま

す。

まず、一つなんですけれども、このアジェン

ダ2 1の方に排水についての5 7ページ以降ですか、

排水問題についてのちょっとした工夫というこ

とで、それこそたくさん家庭の料理を作らない

とか、いろいろ油を流さないとか、個人の手だ

てというのは明日からでも起こせるという内容

になってくると思うんですけれども、この三番

目に合併処理浄化槽の項目が入っておりまして、

このことに関して、特に今後地方都市の下水道

を始めますときには、やはり財政的に難しいと

いうことのなかで合併浄化槽を下水道に代えて

いこうではないかというような動きがかなりあ

るもんですから、私ちょっと水問題のそういう

意味での総合的な観点から、この小型合併造浄

化槽については三つ問題点があるということで、

109

フロアから　木村弘子氏



110

３つの問題点をまずは指摘したいというふうに

思っております。

まず一つはですね、排水問題に対する個人の

限界というのはもちろんございますので、なん

らかの手だてが必要ということになります。こ

の小型合併を設置する場合には、まず第一点、

個人の所有物だというのが第一点です。第二番

目が全部エネルギーを使う処理技術になってお

ります。電気でバッキするということで下水道

並みの処理水を確保しようということになって

いるもんですから、なかなか水を確保するとい

うことが、例えば何百か所、何千か所になった

ときに、本当に下水道並みの水が管理・確保で

きるかということになりますと、これはかなり

厳しいんですね、と申しますのは、電源を抜い

てしまいますと全く汚いまま出てしまうと、そ

れでその電源の確保も個人の所有物ということ

で、電気代がもったいないからこの電源止めて

しまいましょうという、そういう輩もいるとい

うことが現実問題としてあります。三つめは、

下水道と具体的に負担を比べてみた場合に、個

人の負担が非常に重いんです。受益者負担金と

申します接続の時のお金、これが合併浄化槽を

作るときの個人の負担金になるんですけれども、

私どもは戸当たり1 0万円以下で下水道を進めよ

うという考え方と、それから月戸当たり３千円

弱の下水道料金で維持管理するようにしようと

いうことをテーマに下水道を普及させようと思

っているんですけれども、そういうなかでこの

小型合併浄化槽は倍以上の負担金になります。

従いまして是非このアクション３にですね、小

型合併浄化槽の利用をと書かれる前に、下水道

に具体的に整備できる区域は、ぜひ下水道を進

めていただきたいという声を上げていただきた

いというふうにお願いをしたいと思っているん

ですが、実は朝方、大石町長のほうから下水道

というのはとてもお金が高くて、財政的に厳し

いところでは無理だというお話がございました

ので、実はこの読谷が国のそういう政策に対し

て、限り有るお金の中で実施に移そうではない

かと、かなりユニークな下水道計画を進めてお

ります。それをですね、今からお話しますコツ

のところをぜひ地元に持って帰っていただいて、

この小型合併浄化槽という個人の問題解決に至

る前にですね、1 0戸でも構わないです、3 0戸で

も1 0 0戸でも人口の規模の大小はそれぞれの地域

の状況によって違うと思いますけれども、具体

的に公が管理する下水道の必要性というのをぜ

ひ地域に持って帰っていただきたいと。先ず下

水道が高いということに対して、高い下水道は

買わなければいいんですね。下水道は非常にし

がらみがありまして、毛皮のコートを買わなけ

れば補助金にしませんというのが現在の状況で

ございます。例えばちょっとこの読谷のこの地

図がありますので、これちょっと開いていただ

きたいと思うんですけれども、この見開きを開

いていただきますと、人口が密集している集落

というのは大体お分かりになると思うんですが、

読谷では調査費に約２、３千万という桁をかけ

まして、どうしたら一番下水道が整備できるの

かという調査をなさいました。その結果、小規

模にするのではとても大変だから、延々と３万

何千人かを集めてですね、流域下水道に繋ぎま

しょうという結果が出たんですね。しかし、村

長が具体的に3 0 0億近い事業になりますので、と

ても難しいということで、私どもが提案いたし

ましたのは、まず小規模にすることなんです。

３万人２万人とかを集めずに小規模にすること

が地方財政の中でできる下水道を実施に向けて

動かすことになります。従って小規模という規

模は、それぞれの町の規模、村の規模によって

違います。読谷では一番左下に集落のかなり密

集したところ、都屋という明日ツアーで出発す

るちょっと下なんですが、そこの楚辺という集



落かなり固まっております。この一つの処理区

を例えば４千人以下の規模で、具体的にこの中

で下水道が完成できるような小規模下水道を組

み合わせようではないかという考え方を整理い

たしました。ですから、他のちょっと集落の密

集している所を囲いまして、一か所に集めずに

例えば1 3とか1 4か所に分割しましょうと、まず

小規模下水道にいたしますと、管渠が細くなっ

て土かぶりが浅くなるから、事業費が安くなり

ます。それともう一つは、実際に一つの処理区

が２、３年で完成できるということの財政的に

見通しが立つと。しかし、それを処理するため

の処理場のそれぞれの場所の側に持たなければ

なりません。そこの処理技術に私どもは土壌と

いう土の力を使おうと、これ土壌浄化法と呼ん

でおりますけれども、そういう技術を組み合わ

せますと、一見公園のようになるもんですから、

具体的にそれぞれの地域の住民の方にも、公園

のように喜んでいただける処理場になるという

ことで、実はそういう下水道計画に変更したん

ですね。それらの小規模下水道を組み合わせて、

それから数年で完成できるようにして、それか

ら貰ったお金の半分で維持できる処理技術を探

しますと、全ての自治体で下水道は実施に移す

ことができるようになります。しかし、読谷の

こういう事例は、流域下水道に対してはいわゆ

る反対という勢力になるもんですから、どうし

ても国が認めないという力関係の中で、かなり

村長はじめ関係者の方々が頑張られまして、国

にこれでなきゃ嫌だという意志を持たれて要望

をされたということで、現在工事に入ってはお

りますけれども、具体的に前例がないという言

葉の中で、新しいことは認められないという世

の流れがございます。しかしですね、小規模下

水道を可能にする技術が有るかどうかという判

断を持たれたら、できるところから本当に下水

道をぜひ進めていただきたいと、小型合併とい

うかたちに移るのではなく、いま百戸でも千戸

でもほんとにすぐ予算をくれます。かなり予算

が余っておりますので、欲しいと言ったらすぐ

付けてくれるという状況のなかで第１号が池田

町の側だと思いますが、北海道の占冠（しむか

っぷ）という所で、前例を作っていただきまし

たが為に、現在この読谷が４千人以下でかなり

規模が大きい規模になりますけれども、建設省

は認めざるを得ないという流れになっておりま

す。従いまして、まだまだこういう小規模下水

道というのは、全国的には普及は致しておりま

せんけれども、ある予算の中で買える下水道を

造れば、いわゆる直ぐにでも２、３年で共用開

始に持っていける時代が来たということを、ぜ

ひ押さえてですね、今日はこの読谷の下水道と

いうチラシが入っておりませんけれども、この

流域３万２千人を約1 0数か所に分けて、第１号

機が４千人以下の楚辺処理区という所から建設

省の補助がスタートできるんだと、そういう事

例をやはり補助事業として勝ち取られた村だと

いうことをご報告と併せてですね、神奈川のほ

うで今もし町村がまだ下水道にのってらっしゃ

らないと、全国で普及を着手してない所は1 6 0 0

か所ぐらいございますので、そういう小さい自

治体に向けて、私は小型合併をあんまり勧めな

いんですけども、実際にそういう小規模下水道

を是非こういう中に加えていただきながら、影

響力の大きな自治労の方々にもお願いをしたいと

いうふうに思っております。なんかそのあたりの

小規模下水道の政策などがありましたら、ちょっ

とお聞かせいただきたいと思いますけれども。

司会

ありがとうございました。オルタナティブ

（a l t e r n a t i v e）な、革新的な技術の開発と普及に

自治体が相当手を貸すことができるんだろうと

思います。御提言ありがとうございました。

その他、はいどうぞ。
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会場より（山田幸代）

埼玉県の所沢市で議員をしております山田と

申します。生活クラブの組合員でもあります。

最初に狭山丘陵を守る「トトロの故郷基金」で

は、全国の皆さんにそして小さな子どもたちが、

特にトトロということでいろんなかたちでの寄

付をいただいていることをお礼を申し上げたい

と思います。私自身が直接そのトトロの運動に

参加をしているわけではないんですが、大変い

まいいかたちでそのことから、所沢市の教育行

政のなかにもいろんなかたちで、例えば高校の

文化祭がありますと、そのトトロ基金の寄付を

最初に掲げてバザーをして、そしてそのバザー

の収益をそこに入れるとか、小学生は児童会で

トトロ基金のための箱を、貯金箱を作って皆で

お小遣いを入れようとか、そんなかたちでだい

ぶ広がってきています。そういうなかで所沢市

の中では、市としては緑の基金積み立てをしま

して、行政とトトロが一緒になったかたちで、

今回初めて一緒に買おうという話が出ています。

そういうなかですが、先ほども話がありました

けれど、財政的にいいときには基金積み立てが

行政もできますけども、財政が落ち込みますと

どうなるか、所沢でも今回は一般財源2 . 4パーセ

ントしか伸びはありませんので、千円の窓口し

か当初予算ではなかったんですが、最終的にあ

れば何億かを入れていくというかたちで、どう

しても緑基金に対する資金投資というのは行政

も難しいかなと思っております。そんななかで

今その緑の基金を市民の中にも広げていこうと

いうことで、私たちもいろんな行事の時に、パ

ンフレット配ったり、議員もやったりして、で

きるだけ市民みんなが緑の問題を考えてやって

いこうということで話し合いをしております。

それと同時に、所沢市の議会のなかで緑を守ろ

うとか環境を守ろうと質問がないことはありま

せん。それだけ関心が深まってきたというのは、

ローカルアジェンダ2 1、ほんとにローカルなと

ころで、そういう問題が日常茶飯事になってき

たことではないかなというふうに私は思ってお

ります。

そこで何点か伺いたいんですが、神奈川のこ

のアジェンダ2 1神奈川、どっちかというとセミ

ローカルになるのかなという感じなんですけど、

ほんとのローカルは末端地方自治体だろうと思

います。この中の後ろの方にですね、いろんな

参加団体がいっぱい出ているわけですが、この

参加団体の呼びかけはどういうふうなかたちで

されたのか。それから、行政部会というのがこ

こにありますけれども、これは行政が大きいと

ころからしてくる場合と、それから下からして

くる場合といい面悪い面いろいろあるものと思

いますが、この参加しているそれぞれの市町村

に、これからどんなかたちで働きかけをしてい

くのかなということなんですね。私もここに来

まして初めてローカルアジェンダ2 1ということ

が非常に大事なことであるということを認識す

ると同時に、本当の意味でするとなったら一番

末端の市町村がきちんとそれを捉えて、そして

しかも市民一人一人がこれを捉えなければなら

ないであろうと思います。そういう意味では、

どういうふうにして市民がどう関わっていくか

ということをいろんな角度から考えていかなき

ゃいけないかなというふうに思います。その点、

神奈川すべての面で進んでいると私たちは思っ

てますので、そういう点でどんなふうに進めて

いかれるのかちょっと伺っていきたいと思いま

す。

それともう一つには、自治労は全国でいろん

なかたちで組織を持っているわけなんですが、

とてもいい資料をいただきまして、これは大変

貴重なものとして持って帰って、是非うちの自

治労と自治労連とふたつになっているものです

から、その小さな自治労となにかアクションを



起こさなければならないかなと考えているわけ

ですけれども、自治労そのものがこういったも

のを知ったということが、末端にどんなかたち

で今、現実に影響してそれがどんなふうに今、

反映がされているのか。そこらへんのこういう

形で進んでいますよというところがあれば、私

どももそこにいってお話を聞いたりして、でき

るだけ環境を守るという昨日からの講演からも

ずっと考えますと、やはり人間がどうやって生

きていくか、それを今考えなければいけないと

いうふうに思いますので、そういう意味では一

人一人の市民がどんなことをどんなふうにかん

がえたら、ここに参加をできるのかということ

を運動として捉えていきたいなと思いますので、

知恵を拝借させていただければと思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。

司会

どうもありがとうございました。質問にわた

る部分がございますので、じゃあ山代さんと自

治労関係については田中さんから簡潔にお答え

お願いいたします。

山代節

まず神奈川の方からなんですが、どういうふ

うに呼びかけてこういう組織を作ったかという

御趣旨の御質問と理解するんですが、お集まり

いただいた県域団体数多くの皆さんの基本は、

地域環境保全に向けて共に進めようということ

がまず第一でございました。それからこうした

アジェンダ作りにあたっては、具体的な行動を

進めてくださる皆さんが参画しなければ意味が

なくなってしまうというような意味合いもござ

いました。そうしたことから幅広く参画を願う

ということで、御参画をいただいて共にやって

いきましょうというような経緯になったわけで

ございます。ただその中にありまして、初めか

ら全て一緒にスタートするんではなくて、それ

ぞれの立場からものを考えていこうということ

で、市民・県民の立場から或いは企業の立場か

ら、行政の立場からということで三つの立場で

それぞれの連絡会議をもったわけでございます。

それから行政部会の役割でございますが、これ

は本年度に入りましてから２回ほど開いてござ

います。この会議は県が作ったというかたちを

とっておらず、県が事務局になって市町村と一

緒に作ったというようなことでございます。で

すので、共催的な事業を進める予定でございま

すし、全体的な考え方の確認ということもござ

いますし、連絡を密にして進めるというのが基

本的な部会の役割でございます。お答えになっ

たかどうか分かりませんけれども、基本的な考

え方を申し上げました。例を申し上げてみます

と、まだ着手はしておりませんが、この地域版

としてやってみましょうと、私ども事業面で申

しますと、「エコロジカル地域事業」ということ

で３市町ほどにお願いをしまして、一緒に市民

の皆さん或いは商店の皆さんやら学校、そうい

った方に入っていただいて、このできる部分を

実践してみましょうと、つまり家庭でできるこ

と地域でできること、そういうものをピックア

ップして、言ってみれば地域特性みたいなもの

を加味させていただきながら、組織をまず作り

ましょうと、そして自分たちの行動計画と言い

ますか、地域行動計画と言いますか、そうした

ものをつくり、２年間かけましてやっていきま

しょうということで、今月末に準備会が行われ

まして来月６月に入り本格的にスタートしよう

ということになっております。この内容はいろ

いろ御意見や御提案がございまして、先ほどの

テレビにもありましたように石鹸作りやら廃油

の回収をやってみたいなんていう御意見もござ

いました。それを少し整理をさせていただいて、

３市で今年から新規事業としてスタートする予

定でございます。もう一つは、ここにも企業行

動が載っているんですが、神奈川も大変中小企
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業が多いところでございまして、そうした中小

企業からの要望もございまして少しブレイクダ

ウンした、私どもは企業行動マニュアルと呼ん

でおりますけれども、仮称でございますけれど

も、そうしたものも関係の方々と一緒に２年間

かけて少し作っていこうと考えております。例

えば経営の問題やら体制の問題やら事業活動の

問題、こういうものが少しでも御理解いただけ

るようなものを作っていきたいということで、

これも事業化を進める予定でございます。以上

でございます。

田中充

今、山田さんから御質問の自治労の取り組み

がどういうふうに末端なりいろんな組織に反映

されているか、事例をということでしたので御

紹介をさせていただきます。配りました資料の

なかに「あなたのまちのエコチェック・2 5」と

いうのがあるかと思います、先ほどは丁寧に説

明できなかったんですが、これをなか見ていた

だきますと、これは市民と組合員が協力して自

分たちの住んでいる自治体の環境を診断してみ

ようという狙いなんです。クエスチョンの１か

ら始まって2 5までありまして、だいたい自分た

ちがその市役所のことを調べるデータやあるい

は環境白書とか統計年報とか、そういうものを

入手して調べますと、大体その自治体の仕組み

が全体の輪郭として、どこが進んでいてどこが

劣っているかというようなことが分かってくる。

そういう意図で設計したものです。これを全国

の自治体、自治労の仲間それから市民団体の方

に呼びかけまして、昨年の７月に運動をスター

トさせて、取りあえず第１次集計を1 1月の末で

一回まとめました。その段階で5 5の自治体から

この報告が上がっていただいております。その

後さらに継続をしておりまして、今プラス5 0ぐ

らい上がってきております。全国の自治体の数

からすると3 0 0 0近くあるもんですから、1 0 0ぐら

いやってみても、まだその中のほんの何パーセ

ントかにあたるわけですが、そうした少なくて

も1 0 0近くの自治体では自分たちが住んでいる自

治体を労働組合と自治労と市民でチェックをし

てみようと、こういうことが運動が事実起こっ

ております。私の住んでいる川崎市でも市職員

の労働組合とさまざまな市民団体、そこには川

崎のゴミを考える会だとか、生活クラブの方も

入っております。さまざまな市民団体の方と

「エコチェック川崎」というグループを結成して、

実際に川崎の環境を診断し、その結果を例えば

アースデイの運動に結び付けていくといったこ

とも展開しております。

環境自治体の構想を自治労が打ち上げて約２

年半ぐらい経ったんですけれども、この間に自

治労の各県のあるいは各単組の関係者を集めた

環境自治体フォーラムというのを、２回開催し

ております。当初は概念のスタートだったんで

すけれども、少しずつ具体的な取り組みを例え

ばこのエコチェックのようなかたちですとか、

環境自治体宣言といったかたちで、少しずつ広

がりつつあります。自治労の仲間のなかには自

分たちの職場の点検運動をしてみようと取り組

む組合も現れてきています。少しずつですけれ

ども変わりつつあると私は思っております。以

上です。

司会

どうもありがとうございます。都道府県はセ

ミローカルで市町村こそほんとのローカルとい

うお話もございましたが、地方政府の仕事の分

担としては正にその通りだと思います。そうい

う角度からの御質問だったと思います。ありが

とうございます。どうぞ、はい。

会場から（佐藤博之）

地域交流センターの佐藤と申します。座った

ままで失礼します。

私も今日初めてアジェンダ神奈川をぱらぱら



と読ませていただいたんですが、雰囲気として

は最初に書いてあるんですが、行動提案という

感じ、行政・市民・企業が何をすべきかという

ような話がかなり詳しく書かれていると思いま

す。おそらく今後は行動計画と目標ですね、い

つまでに例えばＣＯ2でもいいんですが、いつま

でにＣＯ2をどれだけ減らそうとかですね。そう

言った目標があってそれに向けて、じゃあこう

いったアクションを取ろうといったことになっ

てくるのかなと思うんですが、そこら辺の今後

の進め方と言うんですかね、今後の展開につい

てちょっとお聞きできればというふうに思いま

す。それが一点とですねやはりこういった行動

計画とかですね、こういった理念を実現してい

くためには、ＩＣＬＥＩでもかなり強調してい

るところですが、内部の総合調整とかが必要だ

と思うんですね。包括的に例えばどんな事業で

あっても道路一本造るにしても或いは体育館一

つ造るにしても、常に環境の面から見ていくア

セスメントみたいなことですね、総合的に常に

見ていく部署あるいはそういった機構が必要だ

と思うんですが、そこらへんを今されているか

或いは今後されてくるか、できれば川崎市の例

もお聞きしたいんですが。川崎市では環境調整

会議というのをやっておられるということで、

そこの二点について是非お尋ねできればと思い

ます。

司会

はい、じゃあこの件につきましては、また山

代さんと田中さんとそれからＩＣＬＥＩの話が

ちょっと出ましたんで、仲間だとは思いますけ

れどもクリスさんと三人からお答えをお願いし

ます。

山代節

まず一点目の御質問の今後の進め方というこ

とでございますけれども、ここで提案されてい

る行動、これ行政行動に限らせさせていただき
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ますと、神奈川の場合ですと本年度ここに提案

されている行動に基づきまして、具体施策を展

開しております。簡単に申し上げますと、6 0事

業で当初予算額は約1 7 0億でございます。これは

ソフト・ハード含めてでございます。先ほど御

紹介させていただきました地域でのモデル事業

やら透水性舗装の着手だとか崖崩れに対する緑

を使ったものにしていくとか或いは県営住宅を

エコハウス的なものにしていこうとか、ソフ

ト・ハード合わせまして6 0本の事業で、全庁的

に各部局でそれぞれ展開を進めております。

それから二点目の御質問ですが、庁内体制は

どうなっているかという話でございますけれど

も、私ども昨年度までは関係室課長によります

庁内の連絡調整会議をもっておりました。そし

て今年度からは環境施策を更に強化するという

意味合いで、それを発展的に解消しまして、座

長を担当副知事に、委員として部局長で構成す

る政策会議を発足する予定でおります。言って

みれば強化をしたということになるんですが、

少しそうした環境面での施策調整も総合的に推

進しようと考えております。

それからさっきちょっとご質問の中で洩れて

しまったんですが、ＣＯ2の今後の目標等の話も

ございましたが、まちレベルのＣＯ2排出の数量

を推計するというのは非常に困難が伴います。

私も実際に事務局をやりまして試行錯誤をしな

がらやってみたところです。現実にはなかなか

出てこないとあくまでも推計の域を達しえない

というような中で、むしろ力をそこに入れるよ

りも具体的に何ができるのかといった現実論を

取ったほうが得策だろうという皆さんの御意見

もございましたものですから、神奈川のアジェ

ンダの場合には、むしろ行動の方に重さをおい

たというような状況でございます。

司会

じゃあ、田中さんから今後は川崎市の話をお
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ねがいします。

田中充

川崎市で内部の部局間の総合調整をどうやっ

ているかという御質問だったと思うんですが、

川崎市では9 1年の1 2月に川崎市環境基本条例と

いうのを作りました。川崎市で今まで公害防止

条例だとか緑の条例それから環境アセスメント

条例という三つの条例を中心に環境政策を展開

してきたわけです。この三つの上に更に今回基

本条例を作ったということです。その背景と意

図なんですが、一つはご質問の方がおっしゃい

ました環境政策が、今までの建前の分野からも

う少し街・都市、地域全体を考えて総合的に進

めていかなければならないという問題意識があ

ったわけです。そこで総合的環境行政制度とい

う大きな枠組みの中で、環境基本条例を新しく

制定したわけです。それには幾つかの柱がある

んですが、その中の一つは、お話が出ました川

崎市の中に環境調整会議というものを条例で設

置をいたしました。助役が長で1 7局の局長が委

員で、環境調整会議というものが置かれまして、

その下に更に課長クラスの幹事会があるという

仕組みになっています。この環境調整会議は、

かなり部局間の縦割りを越える総合調整のテー

ブルになってきております。一例を挙げますと、

例えば環境基本計画という、神奈川のローカル

アジェンダとは違ったかたちの環境計画を今策

定作業をしているんですが、そういう策定の主

体が実は環境調整会議であります。それから川

崎市は環境アセスメント制度を持っているわけ

ですが、それよりももう少し早期の段階でのア

セスメントということで、計画アセスメントと

いう概念があるんですけれども、その計画アセ

スメントを取り込んだ制度、環境調査という制

度を新しく導入しまして、その環境調査の実施

母体も環境調整会議であります。つまり一つの

環境配慮なり環境対策を行う上で環境保全局だ

けが行うのではなくて、全庁的な体制、環境調

整会議というテーブルの中で相互に調整、配慮

を図りながら進めていこうという仕組みであり

ます。また機会があれば詳しく説明させていた

だきますけれども、そうした取り組みの中で少

しずつ総合的な環境行政というものが進みつつ

あるように思います。以上です。

司会

ありがとうございました。それじゃクリスさ

ん、世界の自治体の中で環境問題を総合的に調

整していく例みたいなものをお願いします。

クリス

それは自治体の取り組みではなくて、あらゆ

る分野では最も難しい、今は特にブロックされ

ているところは、評価するところだと思います。

現在あちこち研究されているのは、製品のライ

フサイクルアセスメントという所がＬＣＡとい

う、新しい製品の関係インパクトをする、何と

いいますか定量的に科学的に評価をする方法、

手法として考えているものですけれど、結局こ

れは今はヨーロッパ・アメリカでは一番研究の

大変なところは評価。要するにデータをいっぱ

い収集したうえで、じゃあそれはほんとにそれ

はどういうインパクトがあるのかというところ

ですね、一番難しいところだと思います。あま

りいい事例は申し上げられないというほんとに

申し訳ないんですけれども、一つのガイドライ

ンとしてローカルアジェンダ2 1を作るときにで

すね、何が必要かと言うとさっき田中さんから

問題提起の中ではあったと思いますけれども、

特に今の総合的環境管理計画とどこが違ったの

かと言いますと、学術間であるべきだとか協議

プロセスで作成すべきだとか、そういうところ

の以外にいくつかを付け加えさせていただきま

すと、一つは自治体の持続的な発展を把握する

監査をすること、これもおそらく何処でもやっ

ていないところですが、これからやっていくこ



とです。そしてもう一つは、目標の設定ですね。

数字で今のＣＯ2の排出はこれだけれども何年ま

でにこれだけ減らしますと、そういう目標を決

めていこうという一つ重要なところです。それ

でももう一つはＬＣＡ、評価する難しさと関わ

るんですけれども、それから田中さんからあっ

たように地球環境問題と地域の問題とのつなが

りがどうも分からないという問題ですね。それ

を把握するための英語でインディケーター

（i n d i c a t o r）と言いますけれども、指標ですかね、

地域での指標が必要だと。例えば、あるところ

では蛍がどれだけあるのかと、それは一つの地

域の良さを指標としては考えているんですけれ

ども、やはりもっと総合的にその地域でどれだ

け地球環境への影響があるのかという指標が必

要ではないかと、そういう三つだと思います。

ほんとにこれから研究していく課題ですので、

あんまり具体例がないので申し訳ありません。

司会

ありがとうございました。今ご指摘のあった

こと非常に重要だと思います。監査とか評価を

する。それから目標を立てるときにかなり数値

的なデータです。とか、今インディケーターと

おっしゃいましたけど指標ですとかですね、そ

ういう情報をきちんと整理をして持っている。

しかもそれを公開して市民と共有する。そうい

うことが、かなり自治体政府にとっては大事な

仕事なんで、またそういうデータを集めやすい

立場にいるわけですから、この問題は自治体政

府にとって非常に重要なポイントだと思います。

ありがとうございました。そろそろ時間も残り

少なくなってきたんですが、まだもう一人二人

大丈夫ですのでどうぞ。

会場から（西江重信）

沖縄のグループエコライフを主宰している西

江と申します。全国から集まってくださった方

に敬意を表しますということと、沖縄の首長が

お一人も参加していないということは寂しくて

恥ずかしいわけですけれども、それに加えて行

政の方も参加してないと。一番恥ずかしいこと

は昨日、環境保健部長が、環境保健部長は今年

の４月になったばっかりなものですから、シン

クグローバリー・アクトローカリーという言葉

もスムーズに出なかったということがありまし

て、その辺が沖縄の環境問題に対するレベルを

物語っているのかなという気もするんですけれ

ども。今年の初めでしたか去年の終わりでした

かね、国際環境自治体会議のブルックマン事務

局長が、横浜での会議のなかで「皆さん、あま

り自治体の方をあまり責めないでください」と、

喧嘩しないでくださいという話がありましたけ

れども、まさしくそれも当を得ている話であり

まして、先ほどヤンバルの山を守る会の方から

少しリポートがありましたけれども、沖縄の状

況を話しますと、これまで復帰後ずっと開発と

いう、それは何も林道の開発だとかリゾートの

開発だけじゃなくして農業の開発さえも、仲間

である自然の海を壊していると、農業が聖域で

あってはいけないということを私どもはずっと

言いつづけてきたんですけれども、それでさえ

自然を破壊しているという悲しい状況がありま

す。

それはどこから由来してくるかと言うと、開

発ということを行政の政治の主眼にしてきてい

るものですから、沖縄では政治的に力関係が保

守と革新と相拮抗していましてね、何か行動す

るとあれば保守だ、あれは革新だと二つの領域

に色分けされちゃって、住民運動が育ちにくい

所ですね。そういうことで漁業関係者でさえ赤

土の問題をついこの間まで、ものの言いやすい

県政が誕生するまでは、殆ど話が出なかったと。

そして、ヤンバルを守る会の皆さんもそうです

けれども、源河川もそうですけれど、そういう

こと全てが事程左様につい２か年３か年前から
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緒についたという状況がありましてね、これほ

んとにヤンバルの山は即時中止というアピール

文もありますけれども、即時中止しなければ大

変な事になるよという状況は分かりますけれど

も、そういう歴史的経緯があるものですから、

少し皆で行政を含めて共に考えましょうという

スタンスをぜひ持ってもらいたいと思います。

まあそのように持たれているようですけれども、

攻撃するとかそういうことじゃなくして、まあ

白保の問題が全国民的な、県民的なレベルで論

じられるべきだったんですけれども、そういう

政治的背景があったもんですから、一部の人た

ちのいわゆるラジカルな側面として捉えられる

ところもあって、非常に悲しいところなんです

けれども、そういう状況ちょっと踏まえておっ

て、今後の沖縄の環境保護運動にもぜひ力を貸

してもらえればと思っています。

それからちょっと今発言させてもらいたいと

思うのは、時間がなくて申しわけございません

けれども、この読谷会議のローカル宣言の中で、

ぜひ全国の地球環境、全国の首長会議をですね、

国際会議もリオでしたわけですから、全国首長

が認識しなければ、そういう問題は進まないわ

けですから、地球環境全国首長会議を国の主催

で持って、全国市町村協議会あたりでももって

ぜひそれを開催してほしいと。もう一つは、私

は集まりのある度に、ずっとアピールしてきた

んですけれども、学校教育の中に環境教育をカ

リキュラムとして取り入れてほしいと。これは

地域性もあってなかなか難しい問題なんですけ

れども、平成４年の1 2月に熊本県環境教育基本

指針というのを出していまして、学校での環境

教育・家庭での環境教育・地域での環境教育・

会社での教育それから行政での教育という多岐

の領域にわたるものを出しているものですから、

資料はいっぱいあるわけですから、ぜひそうい

うことをもしその会議の名でアピールできるの

でしたら、入れてほしいなという気がいたしま

す。以上です。

司会

どうもありがとうございました。明日、宣言

が出る予定になっておりますけれども、そこへ

盛り込むべき具体的な提案をいただきましたの

で、当事者の方へ正確に伝えたいと思います。

ありがとうございます。もう一人ぐらい、はい。

会場から（吉塚賢一郎）

神奈川県相模原市の議会議員の吉塚と申しま

す。出身は自治労でございまして、２年程前ま

で県本部の政策局の責任者をやっておりまして、

自治労の政策課題の大きな取り組みの自治研修

会なども準備させてもらったところであります

が。２年前に市議会議員に立候補いたしまして、

非常に準備期間のない中であったんですが、組

織の力で当選させていただきました。その後、

環境経済委員会に市議会の方では所属をいたし

まして、いくつかの問題を扱ってまいりました

ので、その辺の経過を御報告すると同時に、一

つやっぱりゴミの問題、市民や行政の努力だけ

ではなかなからちが明かないところがあります。

企業側と言いますか、メーカーサイドの取り組

みというのか、そういうところが非常に大きな

部分があろうかというふうに思いますんで、そ

の辺につきまして、主催者側の御意見なんかも

ちょっとお聞きしたいなというふうに思うとこ

ろであります。

相模原市現在人口5 5万４千人を越える都市に

なっております。4 0年程前に市制施行をやった

んですが、その時の人口が僅か６万人でした。

非常に短時間のうちに5 5万の人口というかたち

のなかで、私が市役所に入りました昭和4 4年か

ら5 0年にかけて、毎年小学校を５校から６校建

設をしなければいけないと、そういう時代を経

ていま年に１万人ぐらいの増加というかたちで

ほぼ人口増加自体はおさまってきていると、そ



れでも１年に１万人ずつ増えておりますのです

が、特に学校を建てるということになりますと、

非常に大きな用地を必要といたします。ご承知

の通り首都圏の土地、現在で言いますと平米3 0

万以上というのが当たり前でありまして、坪1 0 0

万円前後と、その当時でも同じような金銭感覚

の中での用地取得というかたちのなかで、学校

を建てる度に調整区域の農地を買うと、そして

そこに学校を建てていくと、まあそういうかた

ちで、相模原は御承知ではないと思いますが、

いわゆる平坦な相模の原野にありまして山がな

いと、川は二本しかないと、非常に平坦な土地

でフラットな所であります。面積9 0 . 7 7平方キロ

メートルという面積でありますけれども、やる

気になって開発をすればその9 0 . 7 7すべて人が住

むことができると。そういうふうな土地である

わけですけれども、そういうかたちのなかで非

常に緑が失われていった経過があります。

昨年、県と相模原市それから建設省の外郭団

体の主催によりまして、全国土地緑化フェアが

相模原で開催をされました。「グリーンウェーブ

相模原9 2」という名称をうって全国の皆さんに

御案内をしたところでありますけれども、そう

いうこともありまして昨年は、非常にその環境

問題が中心課題になっていくと、市の行政の中

でも中心課題になっていくと。一つはこのフェ

スティバルの中間で環境宣言が採択されると、

市長側が提起をすると。それから緑基金が大幅

に増加をされると、そういうかたちで大きな変

革の年でありました。

同時にもう一点は廃棄物の処理の関係が、大

きな議題になってきたと。特に２年前ですか、

廃棄物処理法が改正をされるというかたちの中

で、市の廃棄物処理条例も改正をしていこうと。

法の改正の一番大きな主旨は、ここに来ていら

っしゃる方は御承知の通りでありますけれども、

収集運搬処理処分という今までの片づけるとい

う清掃行政から再利用、減量化というのが加わ

ったのが、今回の改正でありますけれども、そ

れに併せたかたちで市の処理条例を改正をして

いくというかたちになっていったわけでありま

す。もう一つ大きな課題というのが、粗大ゴミ

の関係をどうしていくかというのがございまし

た。相模原では年６回２ケ月おきに１回、ステ

ーションに粗大ゴミを排出をしてもらい、それ

を集めるというのがシステムであったわけです

けれども、回りの市町村がいわゆる戸別収集、

一戸ずつの申し込み制という収集体制を取った

ところ、相模原のステーションに近隣市町村か

ら、東京それから神奈川県を問わず、一つのス

テーションにいろんな形のテレビが1 0台も2 0台

も出てくると、どう見ても一般家庭から出され

たんじゃなくて、家電の販売店が下取りで引き

取ったやつをそのまま相模原へ持ってきている

と。そういう状況が１年以上続いてきたという

かたちのなかで、これを何とかしなきゃいけな

いと。それで、今年の４月から他の市に倣いま

して、戸別収集申し込み制にしたわけでありま

すけれども、この結果、出る量が1 0分の１ぐら

いに今のところになっているようであります。

で、ここから本論に入るわけでありますが、

今までは家電の販売店が引き取ったやつが、曲

がりなりにも相模原市の収集場所に出てくると

いう形で、市が一応処理をしていたと。ところ

が今度はそれができなくなったと。一般家庭に

寝ている分だったらまだ、或いは使われている

んだったらいいんでしょうけれども、これが不

法投機というかたちで必ず何年もしないうちに

大きな問題になってくるだろうと思うわけです。

それは、メーカー側に回収するシステムはある

けれども、それを処分するシステムがないとい

うのが一番大きな原因だろうと思います。やは

りそこの部分をきちっとチェックをしていかな

いといけないんじゃないかと。私、別の質問で、
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一般質問でやったわけなんですが、これ車の関

係でありますが、相模原市は今6 0 0台ばかりの車

があります。清掃の車両、消防の車両あるいは

一般の業務に使っている車両。合計いたします

と6 0 0台ぐらいの車があるわけですけれども、そ

の内の1 0 0台以上清掃の関係と消防の関係の車に

なりますが、これが全てディーゼルエンジンで

あります。いわゆる軽油を燃料として使ってい

ると、非常にノックス（ＮＯｘ）問題が叫ばれ

ているとこでありますんで、ＣＯ2の関係はあり

ますけれども、これをガソリン車に代えていく

計画はないかというかたちで質問をいたしまし

た。できればそうしたい、燃費の問題はあるけ

れどもそうしたいと思っていると。ところが現

在、一台もメーカーは製造をしていませんと、

清掃の車あるいは消防の車について、ガソリン

エンジンを使った車は扱っていないというのが

現状であります。そういうところからするとや

っぱりメーカー側の姿勢というのはものすごく

重大になっていくんではないかというふうに思

います。この県が中心になって作られたアジェ

ンダ神奈川を見ますと、そういったところかな

り書かれてはいるわけですけれども、現実問題

としてメーカー側の態度というのは非常にまだ

環境問題については非常に弱いというのが現状

だろうというふうに思います。それをどう強め

ていこうとされているのか、その点をお聞きを

したいというふうに思います。それから今一点、

分別収集すら相模原の場合、主として公的には

やっておりません。子供会ですとか老人会です

とか、自治会ですとか、そういうところにそれ

ぞれお願いをして自主的に分別をしてもらうと、

それを廃品処理業者が集めると、そのことにつ

いて奨励をしていくという、そういうシステム

でしかやっていないわけですが、それがある面

パンクしつつあります。と言うのは、御承知の

通りスチールやアルミの値段が非常に下がる。

古紙の値段が下がっていくという状況の中で、

私も製紙工場や瓶のメーカーなどにもお邪魔を

いたしまして、工場見学をさせていただきまし

た。供給体制は皆さんがたの努力によって整っ

てまいりました。だけども製品を造ったあとの

販売というシステム、そこの部分が非常に弱く

なってきているのが現状ですと、これ以上値崩

れをするとお手上げですというのが、製紙メー

カーにしろ瓶メーカーにしろ言われてきたとこ

ろであります。その辺のところを考えていく必

要があると、その辺の報告をさせていただくと

同時にもし御教示をいただける部分がありまし

たらお答えをいただければというふうに思うと

ころであります。以上

司会

ありがとうございました。ちょっと時間がな

いんで申し訳ございません。環境問題に対する

企業の責任の問題で、本質的な問題ですから、

ここで県の立場でどうこう答えるというわけに

はいかないかもしれませんが、御指摘の点は非

常に大事な点だと思います。企業の方はマーケ

ッティングでモノをどんどん流しているわけで

すから、それを逆マーケッティングで廃棄物を

企業活動の中で戻してくるルートというものを

考えてもらわないと多くの問題が解決しないの

は、まさにその通りです。この点については、

ここでこれ以上議論を深めることができないの

が残念なんですけれども、大事な問題として提

起されたことに感謝したいと思います。

それでは３時からは、百聞は一見にしかずで

ウォッチングに出なければいけません。事務局

のほうでも、そのつもりで準備をしていて下さ

るはずですので、残念ながら、この辺でそろそ

ろ締めの方向へもっていきたいと思います。ま

だお手も挙がっていたんですけれども、申し訳

ございません。それではごく簡単にですね、パ

ネラーの方々から皆さんの議論を聞いた上で、



発言をしていただきます。予定を変えまして、

逆回りでやりたいと思います。最初にクリス・

セモンセンさんから。それぞれパネラーの皆さ

ん簡潔にお願いします。

クリス

最後にこの会議の宣言に入れるか、次回に引

き続いて議論を続けていくのか分かりませんけ

れども、最後に三つ提案申し上げたいと思いま

す。一つは西江さんからあったことですけれど

も、やはり環境自治体の運動が全国レベルでや

っていくべきではないかと思いますので、全国

環境首長の会ですか、ぜひやっていきたいと思

います。二つ目には、このローカルアジェンダ

2 1の話がこれからますます議論していかなけれ

ばならないと思いますので、ＩＣＬＥＩと連携

しながら、そのローカルアジェンダ2 1の日本プ

ロジェクトと言いましょうか、そういった日本

の自治体いくつか、2 1の自治体にしたら数字的

にはちょうどいいかもしれませんけれども、自

治体が連携しながらローカルアジェンダとは何

かということを、これから共同研究会を作るこ

とです。そして最後に、一つのデータの問題と

定量的に環境インパクトを評価する問題という

のがありましたけれども、それの指針として今

まで製品のＬＣＡというのがかなり研究されて

きましたけれども、これから自治体ＬＣＡとい

うが、もうちょっと研究したらいいのではない

かと思います。と言う三つの提案を申しあげま

す。以上です。

司会

はい、ありがとうございました。それでは山

代さん、大分出番が多かったのでほんのひと言

お願いします。

山代節

最後に、先ほどの最後の質問のときに、うっ

かりしてもう一件お話するのを忘れまして、補

足させていただきます。ＣＯ2の問題ですが、認

識としては重要な課題であろうと認識しており

ます。例えば首都圏、東京都・千葉県・埼玉

県・横浜市・川崎市・千葉市・神奈川県で首長

による首脳会議をもって、この中に環境問題対

策委員会がございまして、そこで首都圏のＣＯ2

の現状はどうであろうかということで、調査を

しております。また本県におきましても、現在

調査中であります。今日ここにお招きいただき

まして、大変皆さんからの御意見をいただきま

して参考になりました。私どもも神奈川県庁に

地球環境班という地球環境問題のセクションが

できまして、まだ３年目でございます。まだま

だほんとに一歩ずつだという感じをもっており

ますので、どうぞお知恵を拝借したいと思います

のでよろしくお願いします。以上でございます。

司会

どうもありがとうございました。それでは富

樫さんお願いします。自然の問題と教育の問題

のつながりの御指摘がありましたし、会場から

もそういう意見が出たと思いますが、ちょっと

発言の時間が少なかったと思うんで、もしあれ

ば多少、数分構いませんのでどうぞ。

富樫守

まず一つは環境保全というものに対して人が

どのような恰好で関わって行くのか、行動して

いくのか、動いていくのかということを考えま

すと、非常に認識を鋭くして、知性をどんどん

高めていくなかで自然環境は大切だという認識

に至るのと、生理的に、例えば山の木が切られ

ている瞬間、海が赤くなっていることに対して、

生理的に嫌だと反応していく場合がありますね。

それから、生理的に反応してだいたいこの辺が

悪いんじゃないかなということで勉強していく

わけですが、教育というものは私はできたら二

つのタイプの人間を育てるべきだと思っている

んですね。今は非常に認識のほうばっかりで入

っていっているんじゃないかな。もう一つの輪
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は、両輪とするならばですね、生理のほうで動

く生徒を或いは人間をつくっていったほうがい

いんじゃないかと。じゃあそういう生理的な反

応はどこで育つのかと言ったら、小さいときに、

自然と親しんだというところから育つと思うん

ですよね。わざわざ親しんだんじゃなくて、近

くに雑木林があったとか、そのような緑の環境

があったということだと思うんです。それで先

ほど話の中に、私は山学校ということを言いま

したが、これはちょっと方言ぽいかなという気

がしましたので、少し説明しますと、学校での

管理された教育ではないところで勉強してくる

ということですよね。先生とか学校の管理以外

のところで、すなわち学校の授業をさぼって山

に行って勉強してくるのです。そこで得た知識

は現在の学校教育のなかでは全然点数に評価さ

れてないんですね。現在は何で評価していくか

と言えば、教科書知識をどのくらい持っている

かで評価をされていく。そのように評価された

方々が大体あの経済的に豊かになってくるとい

うことが大体見えるんですね。もう小学校から

見えているんじゃないかなと思うんですが、そ

ういう意味で、教科書知識以外の自然という知

識を多く持った人間はだんだん落ちこぼれ現象

になっていってですね、中退とかいう問題を引

き起こしているんじゃないかなと思うんですが、

私は山学校で育って来た人間の方が、きっとそ

ういう自然環境問題に対しては、非常に反応し

やすいんじゃないかなという気がするんです。

そういう意味で一方が良くて一方が悪いという

ことじゃなくて、両輪が必要だということを話

してみたいなと思っていたんです。それで、さ

っき言ったように管理された自然ではいけない、

そうでないとちょっとまた生理的に合わないな

と思ってしまう。森林公園があるんだけれども、

ああなると、ちょっとやっぱりまずいなと。そ

ういう意味で河川にしても何にしても、あんま

り管理されるような「自然」でもまずいな。な

んかそういう感じがしているんですけれども。

そういう意味で、私は里トラスト、近くの緑や

海岸をちゃんと保存していくというなかでこそ、

いい環境教育がなされるんじゃないかと。だか

ら生徒を本で教えるんじゃなくて、現実に現場

に連れていき、自然で重要なものじゃないかと、

そういう意味で、自治体含めて、原点はおそら

く自然じゃないかなと思っております。

司会

ありがとうございました。それじゃ浜さんお

願いします。浜さんもちょっと午後は発言の機

会がございませんでしたので、数分間よろしく

どうぞ。

浜　　子

先ほど言うのを忘れましたけれども、今回の

私たちがやりました直接請求の中には一番大き

な力となってくださいましたのは市職労の皆さ

んの力が大きかったんです。事務局長という役

割もしていただきまして、ほんとにその時から、

条例を一緒に作るというかたちはできておりま

して、市議会の方も市民の参加ということを認

めていただけてましたので、これをもう少し発

展させて、一応去年の1 0月１日の時点で、施行

時点で実行委員会は解散しておりますけれども、

環境問題を考える会議をもう少しもとうという

話が合意できておりますので、これからまたも

う一度、声をかけてぜひ一緒にやっていきたい

と思っております。

司会

どうもありがとうございました。それじゃ田

中さん一言どうぞ。

田中充

ずっとお話を聞かせていただいて、大変参考

になったと感謝しております。私、三点ほどち

ょっと気がついたことを申し述べさせていただ

きたいんですが、一つは本日の最初の発言に、



ヤンバルの山を守る会の方からお話があって、

大変いま沖縄が開発のブームにあたっていてさ

まざまな開発プロジェクトが動いている。そう

いうなかでの具体的な事例のお話があって、私

改めて持続的開発というのは何かということを

また問いなおしてみたいと思っているわけです。

富樫さんからも話があったんですが、たぶん自

然というのは大きく分けて二つあるんじゃない

かと考えているんです。一つは水田にしても林

業にしても、人が手を入れないほうがいい自然、

原生自然があるんじゃないかと思うんです。ど

うも最初の方の人が手に入れない環境が結構い

ま壊れてきているんじゃないかと。私たちの農

業だとか林業だとか、どうもそういうところの

環境がかなり壊れている。それを解決するため

に開発をすればいいという発想がいま出てきて

いるんじゃないかと思っているんです。だから、

そうすると開発で、例えば道路を造るというこ

とで、人の手に入れなきゃならない環境を守れ

るかどうかということを改めて考え方がいいと

思います。つまり、それはそこに働く人たち、

そこに住む人たち、そこに暮らす人たちが暮ら

していけるように環境、そういう意味での社会

的環境を作ってあげないと、道路を造ることだ

けで解決はしないんじゃないかなと思うんです。

具体的に事例、事例のなかでそういうことを整

理していかないといけないんじゃないかなとち

ょっと思いました。だから持続的開発というの

は、その開発が行われたことで、そこの地域か

ら例えば住む人がいなくなってしまうとか、過

疎が進んでしまうという開発があってはならな

い。たぶんそこに住む人がもっともっと、そこ

に住みやすくなっていけるような開発があって

ほしいと思います。それが一点目の印象です。

二点目にローカルアジェンダについて今日ず

っと討議してきました。ローカルアジェンダに

ついては、神奈川県のほうでローカルアジェン

ダ神奈川というのが出てまして、これが一つの

目安ということになっているかと思うんですが、

私これはこれは大変先駆的な試みで分かりやす

い提案がいくつかなされているんで、大変結構

と思うんですが、私が感じているローカルアジ

ェンダというのは、地球環境問題だけが環境問

題じゃなくて地域の環境問題もあるわけですか

ら、地域の環境問題と地球環境問題の両方を繋

げていく環境計画でないといけないように思い

ます。そういう点では、ちょっと印象になりま

すけれども、神奈川県のローカルアジェンダと

いうのは、地球環境を中心にした計画のような

或いは提案のような気が致します。もう少し、

具体的に足元の中で起きている環境問題、例え

ば神奈川でも緑の破壊が起きているだろうと思

いますし、あるいは川崎、横浜では大気汚染の

問題、自動車による大気汚染も問題が起きてい

ます。そういう問題をどう解決していくかとい

う話、いま言った地球の問題と地域の問題をど

うつなげていくかという問題が一つです。それ

からローカルアジェンダももう一つの狙いは、

実は都市の構造とか住まいの、くらしの構造と

か、そういう構造のところまで我々がどこまで

入っていけるかということだと思うんです。例

えば大気汚染のことを考える、自動車問題を考

える時に、例えば自動車を1 0パーセント減らし

ましょうという。これはこれで立派な提案なん

ですが、実はそれだけでは解決しないというの

は我々よく分かっています。自動車を使わない

ような暮らし方とかあるいは自動車をつかなわ

くても済むような都市構造とか、都市のシステ

ムを造っていかなきゃいけないわけですね。そ

れは今のままでいけば、いつも車が増えていく。

車が増えれば車を増やすための道路を造らなけ

ればいけないという、そういう構造があるわけ

ですから、なんかのかたちで自動車にも乗らな

くても済む、自動車を使わなくても済むような
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都市構造を造れないかなと。そういう提案が実

はローカルアジェンダのもう一つの提案だろう

と思います。私がその都市政策と環境政策の統

合がローカルアジェンダの一つの目的だと申し

ました。そういうことだと思うんです。

三つ目に、私自治労という立場での問題提起

をさせていただきましたら、思いがけずに何人

かの御発言の中から、実はそういう組合に対す

る期待をいただきました。大変ありがたく承り

ました。特に市民とかあるいは自治体職員が具

体的に地域のなかで何ができるのかということ

を、もう一度それぞれの組合の中で、組織の中

で考え直して取り組んでいきたいというふうに

思います。もちろん私は別に作業チームであり

まして、自治労責任者でないわけですから、そ

うした声があったということはぜひ担当のほう

にも伝えていきたいと思います。以上です。長

くなりました。

司会

大変ありがとうございました。それでは、さ

っきせっかく手が一人挙がっておりましたので、

もしどうしてもということならば最後にいかが

ですか。

会場（川上喜久夫）

私、逗子市の職員で川上と申します。今回こ

の会議に参加させていただきまして、自治体職

員の数がちょっと少なくて残念な思いをしてい

たんですけれども、私、現在の仕事自体は職員

の研修を担当しておりまして、今回この会議に

参加させていただいたのは今後環境問題につい

て職員の研修でどうやって取り入れたらいいか

と、まずそれを探りたいということで、今回は

市長は別の分科会に参加させていただいており

ますが、私は別に参加させていただきました。

簡単になんですが、ご存じの通り、逗子は環境

問題につきましては開発というところで、かな

り前からいろいろ問題が出ておりまして、その

中で一つの例としましては、環境を良くする条

例というのが施行されまして、若干開発の抑止

のＰＲにはなったのかなと思います。ただその

前に出しておりました開発を規制する条例とい

うのがもう一本あったわけなんですが、それに

つきましては規制という言葉はけしからんとい

うことで、その辺は国あたりからクレームがつ

きまして、実際には会議の方で否決されたよう

な経緯もございます。今回、環境を良くする条

例というのができまして、それを併せまして環

境管理計画ということで私も詳しくは勉強して

おりませんけれども、環境管理計画も策定され

まして、この４月に報告書が出ましたけれども、

その中では自然環境とか社会環境を1 0メートル

メッシュに区切りまして、データとしてコンピ

ュータに入れて、それでそれを画像処理して、

出る分にいては5 0メートル単位でメッシュを出

しまして、ここの土地の自然環境は５ランクに

評価を分けまして、Ａ，Ｂランク、Ｃランクと

いうようなかたちでですね、いわゆる条例のな

かで開発業者が来た場合に、事前アセスまでは

いきませんけれども、それに近いかたちを採っ

ておりまして、要するに業者が開発に来た場合

に、この区画についてはＢランクであるから、

緑比率がかなり高いのであるから、できるだけ

緑比率を高くとった開発をお願いしたいという

ような、これ自体も実際は都計法との関係でバ

ッティングがありますので、行政指導という域

を出ないという状況はありますけれども、なん

とかそういうかたちで一つの開発をなんとか抑

制していこうということで努力をしております。

これは一つの事例ですけれども。

あと先ほど、どなたかからお話がありました

ようにローカルという言葉ですけれども、私も

実際にローカルというのは基礎自治体である市

町村ではないかと理解しております。これから

行動を起こしていく上では市町村である基礎自



治体が中心になって、積極的な行動を起こして

いくのが一番大事なのではないかなと思います。

以上。

司会

ありがとうございました。逗子の条例、これ

も注目すべき点がいくつかあるように思います。

詳しいお話し聞きたいんですが、またの機会と

いうことに残念ながらさせていただきます。そ

れでは、これまでの議論全体をまとめまして最

後に今日の司会者団のお一人でもあります池田

町の大石町長にもう一度、登壇をいただきます。

よろしくお願いします。

大石和也

これはとても大きくてまとめきれないのが正

直言って本音でございます。いろいろな話の中

で、それぞれが共通している問題がいくつもあ

るもんだなと思いました。ただこれはどなたか

がおっしゃいましたけれもど、それぞれの地方

でまたは地域で起きていくという問題というの

は、それを大きく都道府県、国も段階に持って

いける問題とその中で解決しなければならない

問題に分けられると思います。全体的にお話し

の中に出ておりますゴミの問題一つにしまして

も、下水の問題でも何でもそうなんですが、一

つは行政がそれを整理して国または都道府県に

持っていくというのが行政の仕事で、しかしそ

のことをどうやって解決しようかというのは、

その地域またはその市町村の中の行政の住民の

問題が一番中心になるんじゃないかなと思いま

す。狛江市でしたか、なかなか大変な問題だな

と、小さな市なんで自分の所のものは自分で管

理しなければならない。処理しなければならな

いという問題。ただ最近の行政の大きな動き方

も何ケ町村かが集まって広域化のなかで対処し

ていこうという動きが盛んに出ている。ゴミ問

題一つ取り上げてもそういうことですし、下水

道もしかりでございます。上水道に至ってはも

っと進んできているはずでございます。そうい

うような問題はそれぞれの自治体でそれぞれ解

決しなきゃならない。

最後になるんですけれども、私、ちょっと皆

さんから話を聞いていて、アラッと思ったんだ

けれども、内子の町長いなくなったら、よくよ

く考えたら市町村の首長俺一人しかいないんじ

ゃないかということを、こんな重要な話をやっ

ているのに、私一人北海道から出てきて、私一

人だけが聞いたってこれはもう責任が重くて北

海道だけでも荷が重いっていうのに、これ全国

に対してどうやったらいいんだろうか思って非

常に責任を感じております。先ほどからも出て

おりますように、全国の首長がこれにかなり参

画したほうがいいと思いますね。私は町長にな

ってまだ七ケ月にもなっているか、なっていな

いかなので、新米の町長だからこういうところ

に来ると非常に勉強になるんですね。ベテラン

の町長はこんなとこへ来て聞かなくてもいいの

かもしれませんね。だけどやっぱり首長はいっ

ぱい集まったほうがいいと思いますね。そして

やっぱり議会も集まったほうがいいんだと、も

ちろん教育者も集まればいい、その中から一つ

の地域における問題を解明していく、またはく

み上げていくということが必要なんでないかな

というふうに思います。果して環境問題だけの

単独条例というのが必要なのかどうなのか私に

は今のところ判断がつきません。大低のことは

ゴミの問題にしましても、水道の問題、下水道

にしましても、それぞれの一本ずつの条例があ

るはずでございます。それを再修正して改めて

環境だけに絞った条例が果たして要るのかどう

なのかなというふうな、これから残される問題

かなとも思いますし、議論かなとも思います。

できることであるならば、このローカルアジェ

ンダのテーマは明年も引き続いて取り上げてお

いていただいたほうがいいんじゃないかなと、
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毎年毎年新しいやつ次から次へとやっていった

ってしょうがないという気もしておりますので、

こっちの方からぜひ提言をしていただきたい。

それから、ほんとに最後になります。自治労

でいろんなことこういうふうにまとめていただ

きました。実は自治労さんがここまでやってい

ただいている割には末端の自治労にはこういう

ことは伝わっていないんじゃないでしょうか。

これは自治労として責任を感じてやっていただ

きたいと。何がなんであろうが自治労というの

は、住民と一番接触する、また住民の方が最近

ちょっと文句をいっているのは自治労さんが住

民活動にさっぱり参画しないというのが評判に

なっておりますので、その辺を含めまして、ぜ

ひ末末の自治労までにこの素晴らしい運動展開

をぜひお願いしたいものだ。それで私たちと二

人三脚でやると、地域はもっともっと良くなる

んじゃないかと思いますので、どうぞよろしく

お願いいたします。

司会

どうもありがとうございました。司会の不手

際がありまして、議論が充分詰まりませんでし

たけれども、今お話がありましたように、一回

で終わるというわけにもいかないと思います。

引き続いて、いろんな所でこの問題が取り上げ

られ、議論が深まることを期待したしまして、

取りあえず今日の会合はこれで終わりにさせて

いただきます。皆さんどうもご協力ありがとう

ございました。
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